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は じ め に

わが 国の情 報 化 は近 年 著 し く進 展 してお り、 デ ー タベ ース も大 企 業 を 中心 と した活用 か ら、

中堅 ・中小 企 業 、 また、 東 京 を 中心 と した大 都 市 圏 か ら地 方 中核 都 市 で の利 用 の拡 大 、 さ ら に

は、家 庭 に おい て個 人 が利 用 す るケ ース も最近 増 えつ つあ ります。

しか し、 デ ー タベ ー ス を実 際 に利用 す る場 合 、利 用料 金 体 系 や遵 守事 項 につ い て 「よ く分 か

らな い 」との ユ ーザ の声 が 聞 かれ ます。

この状 況 に鑑 み、本 報 告 書 は、特 に利 用 者 の視 点 に立 ち、 「デ ー タベ ー スの料 金体 系 は ど う

なって い るの か 」、 「デ ー タベ ー ス を利用 す るに はい くら位 かか るのか 」、 また、 「著作 権 や ダ

ウ ン・ロー ドにつ い て は、 ど うな って い るの か 」 とい うこ と に関 す る素 朴 な疑 問 に答 える た め に

ま とめ た もの です。

構成 は大 き く二 つ に分 か れ 、第1章 は利 用料 金 体 系 を、 ま た第2章 で は利 用 規 制 な どの事 項 を

具 体 的 に取 りま とめ ま した。広 く関係 者 の参考 になれ ば幸 いで す。

最後に、本報告書 をと りまとめるにあた り、 ご協力 をいた きました委員 の方 々をは じめ、関

係各機 関の皆様方に心 より感謝の意 を表 します。

昭和63年3月

財団法人 データベース振興 センター

理事長 円 城 寺 次 郎





データベ ース利用料金等動向調査委員会委 員名簿

委員長

委 員

事務局

白 岩 謙 一

浅 野 貞 泰

内 田 和 義

大 場 泰 博

黒 田 英 一

柴 田 郁 夫

竹 川 征 次

中 野 孝 幸

藤 野 幸 嗣

松 田 益 義

小 泉 幸 一

神戸 国際情報 システム(株)代 表取締役 社長

清水建設(株)技 術本部 プロジェク ト部

通商産業研究所 政策情報システム部調査官

(株)茨 城総合研究所 専務取締役

(社)日 本 リサーチ総合研究所 研究第一部 副主任研究員

アイデンティティ・サポー ト研究所

(株)ド ゥタンク・ダイナックス代表取締役

日本情報サー ビス(株)社 会システム営業部 次長

梅林建設(株)東 京支店 営業部 主任

(株)MTS雪 永研究所 代表取締役 社長

(財)デ ータベース振興セ ンター





目

は じめに

データベ ース利用料金等動向調査委員会委員名簿

第1章 デー タベ ース利用料金体系

1.1課 金 の構成 要 素

次

1.1.1契 約 時 に支払 う もの

1.L2利 用時 に課金 され る もの

① 従量制課金

② フ ァイル別課金

③CPU課 金

④ 固定制課金

⑤ 最低規定料金(単 位期 間 ミニマムチャージ)

⑥ ヒ ッ ト・チ ャ ー ジ制料 金

⑦ 会員制料金

1.1.3通 信 回線 利用 に よ り発生 す る もの

1.2情 報 別 に よるデ ー タベ ー ス利 用

1.2.1文 字 情 報

1.2.2通 信 料 金

1.2.3数 値 系 情 報

1)初 期 費 用

2)デ ータベース利用費用

従量制の利用費用

固定制の利用費用

1.3デ ー タ伝送 シス テ ム と通 信料 金体 系

1.3.1専 用線 と回線 交 換 、 蓄積交 換(パ ケ ッ ト交換)

1)専 用線

2)回 線交換

3)蓄 積 交換(パ ケ ッ ト交 換)

1.3.2国 内 での通 信 利 用

1)専 用 の アクセ ス ・ポ イ ン トを利 用す る もの

2)パ ケ ッ ト交 換網 を利 用す る もの －NTTのDDX回 線 一

3)パ ケ ッ ト交換 網 を利用 す る もの 一個 入向 けVANサ ー ビス ー

1.3.3海 外 へ の通 信接 続

1)直 接 ア クセス

2)KDDのVENUS-P利 用 に よる もの

3)国 際VANの 利 用

4)ゲ ー ト ウ ェ イ と し て の 商 用 パ ソ コ ン ・ネ ッ ト ワ ー ク の 利 用

1

"

"

2

"

"

"

"

"

"

,,

3

"

6

7

"

8

"

"

0

"

1

99

"

1

1

2

99

3

5

7

"

-
且

1

1

1

91



第2章 デー タベ ース をめ ぐる利用制約 と国際的動向

2.1デ ー タ ベ ー ス と 著 作 権

2.1.1デ ー タ ベ ー ス と 著 作 権

2.1.2デ ー タベ ー スの法的 な位 置づ けの概 要

21

,,

,,

2.1.3法 的保護 の 内容

1)デ ー タベ ー スそれ 自体 と して の著作 権

23

,,

① データベースの定義 と著作権保護の内容
,,

② データベース著作権紛争 の実例

③ アイデアには著作権 はない

4

FO

9
"

2

2)デ ー タベ ース内 に蓄積 され た デー タの利 用 に関す る著作 権

① 個々のデータの著作権 は書籍な どの扱 いと同 じ

99

"

② ダ ウ ン・ローデ ィ ングの 問題 点 26

2.1.4国 際 的 な 動 向

2.1.5今 後 の 課 題

7
・

只
U

9
"

9
一

2.2加 入等の契約条件にみ るユーザ遵守事項(制 約アイテム)
,,

1)国 内 デ ー タ ベ ー ス

2)国 外 デ ー タ ベ ー ス

3)パ ソコ ン通信

0
り

-
上

0
0

0
乙

nO

3

2.2.1ダ ウ ン ・ロ ー デ ィ ン グ

2.2.2代 行検 索 の認可

5

轟0

3

3

お わ りに(効 率 的 なデ ー タベ ース活用 の指 針)



第1章

デ ー タベ ー ス利 用料 金体 系



、



第1章 デ ー タベ ース利 用料 金体 系

1.1課 金の 構成要素

商 用 オ ンラ イ ン・デ ー タベ ース は 、 デ ー タベ ー スの提 供 業 者 ご と、 な ら びに デ ー タベ ー ス ご と

に利 用料 金 の 計算方 法 が異 な る。 利用 料 金体系 は図1の ように整理 で き、構減 す る もの と して は

次 の3つ が考 え られ る。

1.契 約 時 に支 払 う もの

2.利 用 時 に課 金 され る もの

3.通 信 回線 利 用 に よ り発 生 す る もの

以 下、 具体 的に説 明す る。

・

の

ン

ス

金

剛
篇

オ

一

利

デ

契約料金{㌶

デ ー タベ ー スの

利 用 料 金

通信回線の使用料金

従量制

フ ァイル課 金制

会員制

課金制 ]
これ らと最低 料 金制 、

ヒ ッ トチ ャー ジの組 み

合せ 型

図1 オ ン ラ イ ン・デ ー タベ ー ス の利 用 料 金体 系

1.1.1契 約 時 に支 払 う も の

デ ー タベ ー ス利用 の契 約 時 に支 払 う もの で、一般 に一 時 的 な費用 で あ る。 提供 業者 に よって 、

またデ ー タベ ース に よ って有料 と無料 の場 合 が ある。有料 の場合 は、料 金 の中 にマニ ュア ル代 、

シソ ー ラス代 、講習 会受 講 費等 を含 ん でい る こ とが多 い。

1.1.2利 用 時 に 課 金 さ れ る も の

い わゆ る情 報 の価 値 に対 す る費 用 と情 報処理 費用 を合 わせ た もの で あ る。 情 報 の利 用 量 に比 例

して課 金 され る タイ プ と利 用 量 に よ らな い タイ プが あ る。 利 用量 に よる もの と して は 従量 制 、

フ ァイル課 金制 、CPU課 金 制 が あ り、利 用量 に よらない タイ プ と して は固定 制 が あ る。 また 中間

型 と しては 、最 低料 金制 や 、 ヒ ッ トチ ャー ジ と従量 制等 を組 み合 せ た もの があ る。 そ の他 、特 定

の会員 の み に利用 を許す 会員 制 が あ る。
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① 従 量 制課 金

ホ ス トコ ンピュー タ との接 続 時 間 に比 例 して 、1分 い くら とい う よ うに課 金す る方 式 で あ る。

また、 そ の変形 と して接続1回 あた りい くら とい う方 式 もあ り、 ヒ ッ トチ ャー ジ と抱 き合 わせ の

こ とが 多 い。

② フ ァイル別課 金

利用 時 間 に よる もの で はな く、検 索 出力 した フ ァイル ご とに料金 を加 算 してい く方式 であ る。

(例:帝 国 デー タバ ンクの 「COSMOS1」)

③CPU課 金

データベースを提供す るホス トコ ンピュー タのCPU動 作時間に比例 して料金 を加算す る方式

で、あ らか じめ使用料 を見通す ことは難 しい。

④ 固定制課金

定 め られた料 金 を支 払 え ば一 定期 間無 制 限 にデ ー タベ ース を利 用 で きる方式 で あ る。

(例:市 況情報 セ ンター の 「ビデ オ ー1」)

⇔ 最 低規 定料 金(単 位 期間 ミニ マム チ ャージ)

デ ー タベ ース を全 く利 用 しな くと も、 月間 あ るい は年 間の最 低料 金 が課 金 される もの で 、最 低

料 金 を越 え る利 用 につ いて は、従 量制 、CPU課 金制 等 が適 用 され る。

⑥ ヒ ッ トチ ャー ジ制料 金

ユ ーザ ーが 最 終情 報 に到 達 した 時 点 で ヒ ッ ト・チ ャ ー ジ(オ ン ラ イ ン出 力 料)を と る もの 。

「INFOCUE(EasyNet)」 の ように海外 デ ー タベ ー スで は ヒ ッ トチ・ヤー ジ制 を とる もの が 多 い。

この場 合 も、従 量制 やCPU課 金 制 と組 み 合せ になる のが通 常 で あ る。

⑦ 会 員制課 金

同 じシス テム内、 デ ー タベ ー ス内 で も特 定 の手続 を済 ませ た ユ ー ザ(会 員)で なけ れ ば ア クセ

スで きない フ ァイル があ る。

(例:ユ サ コ株 式会 社 が代 理 店 とな る 「PergamonORBIT」 の一部 の フ ァイル な ど)

1.1.3通 信 回 線 利 用 に よ り 発 生 す る も の

デ ー タベ ース をオ ンライ ンで利 用 す る場 合 に は、何 らかの通 信 回線 を使 うこ とにな る。 通信 回

線 には、 加入 電話 回線、専 用 回線 、VENUS-P(国 際 公 衆 デ ー タ伝 送 サ ー ビス)、 国 際VANシ ス

テ ム、 国際専用 回線 な どの種 類 が あ る。
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1.2情 報 別 に よ る デ ー タベ ー ス利 用 料 金

データベースには、企業組織体、あるいは公共機 関等その内部の コンピュータを使用する内部

データベース と、通信衛星や海底ケーブル とリンクした公衆電話回線 や専用 回線経 由で使用 され

る国内外の外部商用デー タベースの二種類がある。

内部 デー タベースでは一概 に使用料 金 とか通信料金 を算出することはで きないが、一般管理費

の観念の中で利用料金 を気 にす ることな くむしろ自由に処理で きる面がある。

これに反 し、外部商用データベースは、それぞれのシステム と建前か ら相違 が多 く、利用料金

も運用次第 とい う面があ り、最近 とみに多種多様 な形 となって来た。 オンライ ン、 またはオフラ

インによる情報検索 を実行す る場合、これ を効率良 く利用するためにはそれぞれの特性 ならびに

料金体系 を十分 に熟知 してお く事が望 ま しい。

データベースには、 『文字情報 』と 『数値系情報 』とがあ り、料金構成面でかな りの相違があ

る。 このため、本章では各 々を別々に とりあげ、パソコン通信の事例 もあげてデータベース運用

上での参考 とする。

1.2.1文 字 情 報

図形 や表 な ど を伴 わず 、 タイ トル、 テ ーマ あ るい は抄録 、全 文等 を基 本構 成 と して提 供 され る

もの であ る。現 在 最 も広 く利 用 されて い る ものが これ に相 当 す る。

数 的 には圧倒 的 に海 外 ものが 多 いが 、国 内版 も、次 第 に充実 して増 えて来 た。 デー タベ ース に

よ ってそ の料金 体系 も様 々 に変 わ るが、 表1に そ の概 要 を挙 げ る。

表1文 字情報で課金対象 となる項 目内容の一覧

項 目 具体的な内容 備 考

加入初期に要するもの ◇ 加入 契約書 提 出 と承 認(パ ス ワー ド発行)

◇ マ ニ ュアル、 シ ソー ラス、ユ ーザエ イ ドな ど

刊 行 物 の購 入廟 達費

◇ トレー ニ ング、セ ミナ ー参 加賞

◇(会 員 制の場 合)メ ンバ フ ィー

原則 と して、 パス ワー ド発行 そ

の ものは無料 の所 が多 い。 ただ

し、 マニ ュア ル、 シソー ラス等

と と もに セ ミナ ー を含 め有料 制

とす る所 がふ えつつ ある

運用過程で要するもの ◇ 従量 制 での フ ァイル使 用料

◇通 信 回線使 用料(各 ノー ドまでの電話 料金)

◇ 海外 交信VEIVσS.Pの 費用 または直通 回線 の

従 量使 用料

◇検 索式 の単位 期 間登録 料

◇SD∬ 登録 料(」∫CSTな ら標準SDJ購 読 費 もあ り)

◇ オ フ ライ ン発注 費

◇一 次 文献発注 費

◇ セ ミナ ー参加 費(無料 の もの もあ る。)

◇ 月間 ミニ マム フ ィー

◇月 間 メンバー フ ィー

一般 的 に は従 量制 が多 いが、月

間 ミニマ ムフ ィー といって、 あ

る固定額 を設 定 しそ の基 準額 に

満 た ない場合 はその額 、超 えた

時 に はそ の発 生金 額 を徴 収す る

と ころがふ えて来 た。

セ ミナー フ ィー は様 々であ る。
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デ ー タベ ー ス・シス テ ムの 中 に含 まれ る外 部 の情 報源 、す な わち 、 プ ロ デ ュー サ ー ご とあ るい

は対 象分野 ご との デ ー タベ ー ス を通称 『フ ァイル 』と呼ぶ。 世 界 の主 要 な フ ァイル は、代 表 的 な

デ ー タベ ース ・シス テ ムに、 あ まね く収 容 され てい る。

オ ン ライ ン情 報 検 索 に際 して、常 に 問題 とな るの が、 コス ト・効 率 両 面 か ら どの デ ー タベ ー

ス・システ ムに アクセ スすべ きか とい う点 で あ る。

同 一 フ ァ イル で もデ ー タベ ー ス ・シス テ ム に よ り使 用 料 金 に差 が あ り、 そ の違 い を十 分 に 知

り、効 果 的 に運用 すべ きであ ろ う。 本 質 的 な質、 利用 の し易 さ、構 成 グ レー ド、効率 な ど は、 く

り返 し利用 す る うち に 自然 に把握 で きる。 これ らを加 えた総合 判 断が 最終 的 な決 め て とノ ウハ ウ

となる。

代 表 的 フ ァイル を代 表 的 デ ー タベ ー ス・シス テム で利 用 した場合 の フ ァイル使 用料 金 一 覧 を表2

に挙 げ る。 こ こに は通 信料 金 は含 んでい ない。

代表的ファイルとして次の ようなもの を選 んだ。

イ)ひ ろ く科学技術全般 にわた り、収録 内容が世界の参考指標 としての性格 をもつ もの

NTIS

ロ)先 進先端技術、情報科学の粋 を集めた もの として

INSPEC

ハ)エ ンジニ ア リ ング情 報 の基幹 と して

'COMPENDEX

二)化 学 分 野必須 の フ ァイル と して

CHEMICAL、ABSTRACTS

ホ)医 薬学情報の基幹 として

MEDL,INE,な らび にEXCERPTAMEDICA

へ)金 属科学情報 として

METADEX

ホ)一 般社 会・産 業 ・経 済情 報 で定 評 の高 い もの と して

PTSPROMT

表 か らの判 断 は数 値 的 な もの に捕 らわ れ ぬ よ う注 意 す る。STNInternationalの 使 用料 金 は高

く見 え る が 、 回 線 利 用 料 は 国 内 の 公 衆 回 線 料 の 負 担 だ け で す む こ と 、 さ ら にCHEMICAI.

ABSTRACTの 場 合 は、他 で得 られ ぬ抄 録 が つ くメ リッ トが あ る こ と等 を考慮 す る必 要 が あ る。

なお比 較 は すべ て 、代 表 的 なデ ー タベ ー ス に包 含 され てい る外 国系 フ ァイル を取 り上 げ て あ

る。 国 内版 は海外 系 に入 っ てい ない ので この ような比較 はで きない。
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表2主 要 デ ー タベ ー ス に共通 して含 まれ るフ ァイ ルの料 金対比(単 位 は ドル)

プアイル 利用料金 ノ時間 Onlineノ 〆牛 Offline1件 SDI1件 特 記 事 項

ハ∫775

D'ハLOG 69 0.35 0.25 8.95 8D∫はs¢m加oπzMy

βR5 37 0.30 0.30 4.75
,,

ORθ ∬τ 69 0.25 0.30 4.95
,,

5ηV'nt'1 79(¥10,300) *0 .30 *0 .40 3.30
,,

W5PεC

D'ALOG 105 0.56 0.48 14.95 SD1はMoπ`〃 ッ

β∫～5 62 0.51 0.53 8.30
,,

OR8'τ 100 0.51 0.44 6.55
,,

5ηV'nf" 119(¥15,500) *0 .56 *0 .60 6.76
,,

COMPεN

DεX

DL4LOG 108 0.47 0.35 10.95 8D1はMoπ`物

βR5 67 0.42 0.44 6.25
,,

OR8π 108 0.47 0.35 4.95
,,

5τ～'nt" 123(¥16,000)
*0 .43 0.56 5.71

,,

Cんemた ∂'

Ab5tr∂ct5

D'ALOG 105 0.46 0.30 11.95 SD1はBjWθeんly

8R5 76 0.41 0.47 7.00
,,

ORθ'τ 100 0.37 0.31 7.50
,,

5刀V'耐'∫ 114(¥14,800) 0.30 0.45 7.50
,,

MεDμ ハ∫ε

D'ハLOG 36 0.20 0.05 5.25 SD∬はMoπ`胸

8R5 16 0.13 0.16 4.00
,,

ノ0'5 78.5(¥170一 ノ分) 0.12 *0 .30 11.62 *SD∫ はC融RGE3 .85必 要

εMβ ハ5ε

D'ソMOG 84 0.33 0.44 9.95
,,

θR5 53 0.48 0.39 5.19
,,

ノ0'5 146(¥317.'分) 0.15 *0 .30 15.0 *CHARGE3 .85必 要

Met∂dex

D'ハLOG 90 0.30 0.20 9.95 8D∫はMoπ`胸

ORθ π 90 0.30 0.20 7.50
,,

57N'耐" 103(¥13,400) 1.00 1.11 7.50
,,

P7=～-

Promρt

D'ALOG 126 0.73 0.63 9.95 8D∫はMoπ`吻

θR5 82 0.65 0.65
,,

注1)円 建 て で あ るSTVInternationαtは1988年3月1日 現 在 の レ ー ト(¥130-/ド ル)で 換 算 し て あ る 。

注2)通 信 料 で は 、 直 通 回 線(80円/分)とVENUS-Pを 使 え るDIALOG、USACOLINE(55円/分)とVENUS-Pを 使 え

るBRS,PergamonORBtT、 国 内 ノ ー ド局(東 京 、 大 阪)、DDX(東 京 の み)へ 接 続 可 能 のSTNIntern∂t'on∂'が あ

る が こ の 表 に は 含 ま れ て い な い 。
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1.2.2通 信 料 金

商 用 デ ー タベ ース最 大 の 運 用 メ リ ッ トは、従 量 制 料 金 で オ ン ライ ン を利 用 し ア クセ ス で きる

点 にあ る。 国 内の デ ー タベ ー ス な ら、殆 どの デー タベ ー スが主 要 な都 市 に ノー ド局 を もつ よ うに

な った。

新 しい傾 向 も出 てい る。 ㈱ 平和 情報 セ ンターが提 供 す るHINETは 従 来 の300bpsの 標 準 ノ ー ド

局 所 在 はそ の ま ま に して、NTTの パ ケ ッ ト交換 網 で あ るDDX-TPに よ る1,200bps処 理 方 式 を、

今春 か ら一挙 に国 内 の60箇 所 に展 開 した。

また、海外 向 け と して は従 来 か らのKDDに よる 国際 パ ケ ッ ト回線VENUS-Pと 専用 回線 の伝

送 サ ー ビス体制 が くず れ、 国際VAN第1号 と して承 認 のお りた ネ ッ トワー ク情 報 サ ー ビス㈱ 経 由

で の接続利 用 もで きる ように な った。 こ れ は、米 国内 のTYMNETに 直結 して い て、 セ グメ ン ト

単 位 で な く1Kバ イ ト単 位 で課 金 され る ため、 大幅 に通信 料金 を節 約 で きる長 所 が あ る。 た だ し

当初 の加入料 に50,000円 がか か る。常 時 、 デー タベ ー ス以外 の海 外 交信 も含 め て利 用頻 度 が多 い

企 業 な ら十 分 メ リ ッ トはあ る。

デ ィーラーが設 定 してい る直通 回線 の 単位料 金 はPIALOGを 例 に とれ ば80円/分 であ っ たが、

BRSとPergamonORBITに つ なげ る"USACOLINE"は55円/分 と更 に安 くな っ た。 これ か ら も

競 合 ない し合理 化 で この種 の動 きが激 し くな る もの と見 られ る。
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1.2.3数 値 系情 報

数値 系情 報 とは デー タベ ー スの主 要情 報 が数値 で表現 され てい る もの を示 してい る。文 字 を含

んで い て も、数値 の 意味 す る ところ を よ り正 確 に表 わす こ との で きる情 報 の形 と して 収録 され て

い る。 具体 的 には、経 済統 計 や企 業財 務 に関す る デー タベ ー スな どが該 当 す る。

経 済統 計 デー タベ ー スは、一 般 的 に時系 列 デ ー タ として収録 され て お り、 各 時系列 デ ー タに は

系 列 コー ドが付 され、系 列 名称 等 デ ー タ を説 明す る為 の文字 デ ー タが収録 され てい る。 デ ー タの

検 索 は この系 列 コー ドを指定 して行 う。文 字 情 報 の文 献 デ ー タベ ー ス で は、 大 きな母 集 団 か ら

キ ー ワー ド等 に よ り候 補 とな るデ ー タの絞 り込 み を行 い、候 補件 数 に よって は さらに絞 り込 み を

重 ね、 最終 的 に表 示 した 内容 に よ り検 索 が妥 当 で あ った か を判 断 す る。 つ ま り、 検 索 が デ ー タ

ベ ー ス利 用 時 の主 要 な手順 とな る。 しか し、 統 計 デー タベ ー スの検 索 で は、必 ず唯 一存 在 す る系

列 コー ドを指定 す る。系 列 コ ー ドが存 在 しない場 合 はエ ラー とな る。 従 って、利 用 にあ た って は

系 列 コー ド表 を必 ず参照 しなけ れば な らな い。 もちろん、 メニ ュ ーの画面 表 示等 で コー ド表 参 照

の手 間 を軽 減 してい る場 合 もあ るが、 本 質 は同 じであ る。

経 済統 計 デ ー タベ ース の利 用 で の主 要 な処 理 は、デ ー タの検 索 と並 ん で、 デ ー タの加工 ・分析 ・

表 示 をす る こ とにあ る。 検索 したデ ー タを四則 演算 、比 率計 算 、 回 帰等 分 析 、 表 ・グ ラ フ等 の 表

示 を加 え、 デ ー タベー スの付 加 価値 を高 めて い る。 この様 な加 工 ・分 析処 理 で は、 コ ン ピュ ー タ

資 源、 つ ま りCPU・ デ ィス ク等 の 使用 内容 が 、利 用 者 の指 定 す る処 理 内 容 に よ り著 し く異 な る。

多 数 の デ ー タ を使 用 す る場 合 は デ ィス クの 使 用 回 数 が多 く、 複 雑 な加 工 ・分 析 をす る場 合 は

CPUの 使 用時 間 が多 くな る。 つ ま り、 デ ー タベ ー スの利 用 目的 が、 デ ー タの共 同利 用 と共 に コ ン

ピュ ー タ資 源 の共 同利 用 に ある とい うこ とにな る。 この事 が 、 デ ー タベ ー ス利用 料 金体 系 を複 雑

に して い る。

企 業財 務 デ ー タベ ース は、企 業 ご とに コー ドが付 され、デ ー タが収録 されて い る とい う点 で は

経 済統 計 デ ー タベ ー ス と同様 であ る。検 索 は 、企業 コー ドを指 定 して行 う場合 と、企 業 名等 の文

字 条件 や売 上 高 等 の数値 条件 を指定 す る場合 があ る。 あ ま り複 雑 な加 工 ・分 析 は行 わ ないが 、 一

般 的 に使用 され る比率 や 定型 表 を出力 す る。

数値 デ ー タベ ー スの利 用料 金体 系 は、デ ー タベ ース に よ り様 々 であ る。 デ ー タベ ース 間 の定 量

的比 較 も困難 な場 合 が多 い。 デ ー タベ ース に よ って は、複 数 の体 系 の 中 か ら利 用 内容 ・頻 度 に よ

り選 択可 能 な場 合 もあ る。 複 雑 で はあ るが、 近年 、簡 素化 して利 用者 に と って判 り易 い体 系 を採

用す る例 が 出 て きた。表3に 料 金 体系 の現 状 を示 し、 以下、 表 に従 って説明 を行 う。

1)初 期費用

契 約料 は、 デ ー タベ ー ス契約 の 初期 時 に要 す る費用 で入会 金 的 な性 格 で あ る。 例外 と して そ の

数 は少 ないが 無料 の場 合 もあ る。

ユ ーザ番 号 登 録料 は、 契約 料 とは別 に、 契約 初期 にデー タベ ース を利用 す るに あた っ て必要 な

ユ ー ザ番号 や パ ス ワー ドを登 録 す る ため の費用 で、 登録個 数 に よ り料 金 が設定 され て い る。 この

費用 は契約 開 始後 に、ユ ーザ番 号 やパ ス ワー ドの変 更 ・追加 をす る際 に も必 要 とな る。

フ ァイル利 用初 期契 約料 は複 数 の フ ァイルが収 録 されてい るデ ー タベ ース で、特 定 の フ ァイ ル

の利 用 開始時 に契約 料 と して一 時 的 に必 要 となる費用 であ る。 フ ァイ ルの利 用 にあ た って は、 別
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途に固定費 または変動費 を要す る場合が多い。

2)デ ー タ ベ ー ス 利用 費用

データベースの利用内容に応 じて必要 となる費用 である。従量制 のものと固定性 の もの、お よ

びこれを組み合せた ものがある。従量制の場合で も変動費が基準に満たない場合、強制的に徴収

する最低使用料 を設定 している ものがある。

1従 量 制 の 利 用 費 用1

① シス テム利 用量 に よ る もの:CPUそ の他 の計 算 機 資 源 利用 量 に よ る もの で[ユ ニ ッ ト]を

単 位 と して い る事 が多 い。 ユ ニ ッ ト当 た りの単 価 は計算機 システ ム に よって異 なって お り、 比 較

は 困難 であ る。 コ ン ピュー タ と端 末 間の転 送文 字 数 に よるカ ウ ン トが加 え られ る場合 もあ る。 ラ

ンク を設 け て多 く利 用 す るほ ど単 位 当 た りの コス トが低減 す る もの もあ る。

② デ ー タ利 用 量 に よる もの:フ ァイル の オ ー プ ン回 数(オ ー プ ン後 の利用 回数 に は無 関係)

に よ る もの、 デー タの ア クセ ス回数 に よる もの、検 索 して最終 結 果 を出力 す る回 数 に課 金 され る

もの があ る。

③ シス テム ・デ ー タ利用 量 に よる もの:① と② を統 合 し簡 素化 した もの で、 出 力 す る リポ ー

トの種 類毎 に料 金 が決 め られ て い る。

④ 接続 時 間 に よる もの:端 末 が計算 機 と接 続 を して か ら終 了 し回線 を切 断す る時 まで の時 間

に因 る もの で あ る。 伝 送 ス ピ ー ド(300bps,1200bps)に よ り単 位 当 た り単 価 が 異 な る場 合 が 多

いo

⑤ その他 の計算 機資 源利 用量 に よ る もの:デ ィス クフ ァイル の使用 量 を使 用面 積 と使 用時 間

(日 数)の 積 で 計算 し、使 用 目的 に よ って プロ グ ラ ム とデ ー タで単 価 を分 けて い る場 合 が あ る。

セ ンター機 器 の利 用 で は、 プ リン ター出力(行 単 位)、 カー ド入 出力(枚 数)、 磁 気 テー プ入 出 力(

レコー ド数)等 が あ る。 これ らの 費用 は使 用量 に よ りラ ンク を設 け 多 く使 用 す る程 単 価 を安 く し

てい るの が通 例 で あ る。

又、 利用者 が誤 って削 除 して しま った フ ァイル を回復 す る場 合 の費 用 もあ る。 シス テ ムが提 供

して い るソ フ トウェ アの うち、特 定 の もの に特 別料 金 を課 してい る場 合 もあ る。

1固 定 制 の 利 用 費用 】

⑥ データ使用料:② を固定制に したもので、 ファイル毎 に料金が設定 されている。①のシス

テム使用料による従量制 との組合せが多 い。

⑦ システム ・データ利用料:① と② を固定制 に した ものであ り、変動部分 を含 まない完全 な

固定制である。
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表3オ ン ラ イ ン・デ ー タ ベ ー ス利 用 料 金 の体 系 、 費用

費

目

そ の 明 細

課 金基 準 となる もの

(計量 単位)

数 値系 情 報 文字 情 報

区 分 部 分 項 目

日経

N8EDS

-TS

電通

国 際

情報

サ ー

ビス

㎜K

・m

EMIS 日 経

「rELE

.COM

帝国

デー

タバ

ンク

JICST

そ

の

他

」01S STN

bピ1

初
期
費
用

有 料 契 約料(ユ ーザ ー番 号登

録料 な どふ くむ)

O O O O O O △

フ ァイル利用 初期 契約料 O O

シ ソ ー ラ ス ・マ ニ ュ ア ル

な ど資 料

△

セ ミナ'講 演会 な ど参加

賞

△

無 料 加入の際での配布資料
セミナ参加費など

D

B

利

用

費

用

最低使用

料 注1)
O O O △

従量制 シス テム利用 量 に よる

もの

ユ ニ ッ ト単 位 O ○

転送文字数 O

デー タ利 用量 に よる もの フ ァイルオ ープ ン時 に

課金
O 注2)

デー タア クセスに課金 ∩ ∩ ∩
検索 ヒ ッ ト時 に課 金 O

シ ス テ ム ・デ ー タ 利 用 量

に よ る もの

リポ ー トご と O O

接続 時間 に よる もの 分(も の に よ っ て

111000秒)単 位
○ O O O O ○

デ ィスク ファイ ル利 用量

に よ る もの

セ グ メ ン ト(プ ロ グ ラ

ム 、 デ ー タ)
O O O O O

セ ンター機 器 の利用 量 に

よる もの

リ ス ト行 、 カ ー ド枚 、

MT・ レ コ ー ド

O O O O O

回復 プ アイル数 O

検索式の期間設定登録料 ○ O ○

ソフ トウェアの 利用 量 に

よる もの
O 注 2)

固定制 デ ー タ利 用 料・ フ ァ イ ル ゾ と ○ ○

シ ス テ ム ・デ ー タ使 用 料 フ ァ イ ル ご と O

SD1情 報特 注3) O O

通
信
回
線
費
用

国 内 電話接続料 接続 時 間(分 または

1'1000秒 ごと)
O O ○

電話 接続料+ネ ッ トワー

ク使用 料

接 続 時間(") O

DDX使 用 料 伝 送 文字 数+パ ケ ッ ト

単 位
△ △ △

専用回線利用料 固定 △

海 外 VENUS.Pほ か

(国 際VAN)

伝送文字数+単 位時間
接続料

O O

電話接続料+国 際専用回
線料

『接 続時
間+伝 送 文字数 ○ O

備 考1.

2.

3.

本 表 は、費用構 成 が シス テム的 に細 か く区分設 定 されてい る数値 系情報 を基 本 と して作成 した。

記号 の は 「該 当す る もの 」、 はr該 当す る もの と該当 しな い ものの ある こ と」 を示す 。

注1)f最 低 使用料 」 とは月単 位 に よ り設 定 され ている もので、 その規定 額 に達 しなか った場 合 はその額 を、 またそ

の額 を超 えた場 合 は実際 発生額 を支 払 うシ ステムの こ とをい う。 メンバー ・フ ィー制度 の もの もあ る。

注2)INFOCUEの ようにrゲ ー トウ ェイ式 」の もの にこの システ ムが ある。

注3)SDI検 索式 登録 料(月 間)と 実際 出力 郵送 チ ャー ジ を示 す。JOISで は年間 契約 での標 準SDIも あ る。
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1.3デ ー タ伝送 システ ム と通信料 金体系

デ ー タベ ースへ の オ ンラ イ ン・ア ク セ ス は、 米 国 の よ うに 国 内 の どこ にい て も、 通信 料 金 を気

にせ ず に行 うこ とが で きる よ うに な るの が 理 想 で あ る。 しか し、VANな どの高 度 な通信 イ ンフ

ラス トラクチ ャが発展途 上 にあ る我 が国 で は、 デ ー タベ ー スの利 用 にあた り、 通信料 金 の高 さが

大 きな阻害要 因 に なって い るこ とが多 い。 また通信 回線 の選択 にあ た って は、 その初 期 費 用 や ラ

ンニ ング コス トな ど、理 解 しに くい もの とな ってい る。

料 金 体系 を熟 知 して いて も、利 用 の状 況 に よって は最 も適 した通 信経 路 を見つ け る こ とが 困難

な場 合 もあ る。特 に この分 野 は 日々の革 新 が極 め て早 いの が現 実 で あ るか ら、今 日の最 適経 路 が

明 日 も最適 で あ る とは限 らない こ と もあ る。

最 近 の大 きな傾 向 に、高 速化 、 手順 の高度 化 、 ア クセス ポ イ ン トの全 国 的 な展 開 とい っ た こ と

が あ る。 手 順 と して は 、 無 手 順 と呼 ば れ るか な り原 始 的 な もの が 圧 倒 的 に優 勢 で あ る が 、

1200bpsか ら さらに2400bpsへ と高 速化 したモ デ ム も安価 にな り、加 えてエ ラー チ ェ ックの独 自の

手順 な ど も出 て きてい る。 さ らにVAN業 者 の参 入 に よ り全 国 へ の ア クセ ス ポ イ ン トが展 開 され

て きた ため、 これ まで多 くの デ ー タベ ース ・ホ ス トが存 在 す る首都 圏 に集 中せ ざ る をえ なか った

ユ ー ザ層 も、地 方へ と一層 広 が っ て くる筈 で あ る。 また海外 へ の デ ー タベ ース の ア クセス に つ い

て も、 米 国 との国際VANサ ー ビスや ゲ ー トウェ イ ・サー ビス な ど、 これ まで と異 な る新 しい試 み

が始 ま り、 ま さに大 きな変 革期 を迎 え てい る。

ここで通信 料 金 を体 系 づ けて お くこ とは これ か らの オ ン ラ イ ン・デ ー タベ ー ス の利 用 に有 益 な

もの と思 われ る。 この項 では通 信料 金 の 体系 につ いて概 説す る。

1.3.1専 用線 と回線交換、蓄積交換(パ ケ ッ ト交換)に つ い て

オ ン ラ イ ン・デ ー タベ ー ス へ の ア クセ ス に は 当然 通 信 回線 を使 うが 、 ア クセ ス の頻 度 、 デ ー

ターベ ー ス・ホ ス トへ の接 続 が可 能 か ど うか 、一 気 に読 み だ しか、 検 索 を伴 う ものか等 、 状 況 に

応 じて使 用す る回線 を選 択 す る必要 が あ る。

簡単 に回線の種類 を料金の体系 として区分すると次の ようになる。

{
専用線

交換回線

{
回線交換

蓄積交換 {
DDX

VAN

通常 は これ らの 回線 をそ れ ぞれ 組 み合 わ せ て利 用 す る。 す な わ ち、 市 内 の ア クセ ス・ポ イ ン ト

まで を一般 の 電話 回線 でつ な ぎ、 そ こ か らVAN回 線 に入 り、VANか らまた ホ ス トまで は専 用 線

を使 う とい った具合 で あ る。 これ らの 回線 のす べ て を統 合 的 に取 り扱 う業 者(ネ ッ トワー ク・キ ャ

リアー)は 存在 しな いの で、 回 線 の 選択 を した い場 合 には、 そ れぞ れ の通 信 回線 業 者 と利 用 契 約

を結 ぶ必要 が あ る。
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1)専 用線

「専 用線 」とは、端 末 とホ ス トとを一 本 の専用 の回線 で つ ない で しま う とい う単純 な方 法 で あ

る。 企 業 や組織 内で のデ ーータベ ー ス利 用、 す なわ ちLANな どにみ られ る もの で あ る。 専用 線 を 自

営 で 引 く方法 もあ るが、NTTの 専 用線 を利用 す る方 法 が多 い。 この専用 線 には大 き く分 け て、 ア

ナ ログ回線 とデ ジ タル 回線 が あ り、 月額 固定 制 の料 金制 が と られ て い る。 デ ー タベ ー ス・ア クセ

ス の端 末側 と しては幾分 特 殊 な利 用 法 と思 われ るので 、 この料 金体 系 な どは省 略 す る。

利 用者 → 専 用線 → デ ー タベ ー ス

2)回 線交換

デー タベースへのアクセスは概 ね短時間での利用が多い。ユーザが端末 ごとに専用線 を設 ける

こ とは甚だ非効率であるため、 ホス ト側に公衆通信回線 と接続す るための入口を設 け、一般 の加

入者電話回線 を利用 して アクセスで きるように している。 ここではユーザか らホス トまでの一般

の電話回線時間従量制の通信料金 がかかる。 おおむね、一 日100分 以上 にわたって特定 の場所 へ

つな ぎっぱな しにする場合 には専用線 のほうが有利になる。

利 用 者 → 電話 回線 → デ ー タベ ー ス

3)蓄 積交換(パ ケ ッ ト交換)

電 話 の ような回線 交換 で は、つ ない だ時点 で相手 先 を固定 す るため 、一 本 の回線 を占用 して し

ま う。 これに対 し、 デ ー タ通信 で はデ ジ タル技 術 に よ り回線 を多 数 が 多量 的 に利用 して効 率 的 か

つ伝 送 エ ラー に強 い利 用 方 法 を とる。 これが 「蓄積 交換 」、 いわ ゆ るパ ケ ッ ト交換 と呼 ば れ る 回

線 網 で あ る。 数 多 くの デ ー タベ ー ス を多 数 の利 用 者 が使 用 す る に は も っ と も優 れ た 方 法 と し

て、米 国で は ほ とん どのデ ー タベ ー スへ の ア クセ スが このパ ケ ッ ト交 換技 術 を利 用 した い わ ゆ る

VANを 通 じて行 なわ れ て い る。 た だ し、利 用 者 が個 々 にデ ジ タル 回線 を引 くに は多 大 な 費用 が

か か る為 、各 拠 点 に多 数 の ア クセ ス・ポ イ ン トを設 け、 そ こ まで は既 設 の 電話 回線 を使 う方 法 が

多 く取 られ てい る。

利 用 者 → 電 話 回線 → ア クセス・ポイ ン ト → パ ケ ッ ト回線 → デ ー タベ ース

我 が 国 にお い ては、 国 内 で はNTTのDDX-P、DDX-TP、 国際 通信 で のKDDのVENUS-Pな どが

このパ ケ ッ ト交 換網 の代 表 で あ り、 最近 はデ ー タベ ー ス・ア クセ ス用 の民 生VANサ ー ビス も開 始

され た。
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1.3.2国 内 で の 通信 利 用

1)専 用 の ア ク セ ス ポ イ ン トを利 用 す る場 合

最寄 りのアクセス・ポイン トまでの電話料金がかかる。NTTは 距離別 の料金制度 を採用 してい

るため、遠 近格差がはなはだ大 きく、アクセスポイン トがあ まり多 くないデー タベースに遠 隔地

か らアクセスするには多大 な通信料 金がかかることになる。参考 としてNTTの 国内電話距 離別通

話料金表 を表4に 、また、距離か ら見 たNTT国 内電話料金の比較 を図2に 示 した。

おおむねアクセスポイン ト以降の通信料金 はデー タベース側 で負担 しているものがほ とんどで

あるか ら、かけた電話番号 までの通信料金 を負担すればよい。

表4NTT国 内電話 距離別通話料金表

区 分

距 離

ダ イ ヤ ル 通 話

昼

午前8時 ～

午後7時

夜 間

午前6～8時

午 後7～9時

土 ・日・祝 日

深 夜

午後9時 ～

翌午前6時

区域 内 通話 180秒(200円)

隣接区域内通話 80秒(450円)

市

外

通

話

20Kmま で 80秒(450円)

30〃 38秒(950円)

40〃 30秒(1,200円)

60〃 21秒(1,720円)

80〃 15.5秒(2,320円) 21秒(1,720円)

100〃 13.5秒(2,670円) 21秒(1,720円)

120〃

10.5秒(3,430円) 18.5秒(1,950円)

160"

240〃

7秒(5,150円) 12.5秒(2,880円)

320"

320Km越 える 5秒(7,200円) 8.5秒(4,240円) 9秒(4,000円)

※秒数 は10円 でかけ られ る秒数

※()内 は60分 間通話 した場 合の料金
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1時 間当 りの

電話料金

¥7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,800

1,000
800
600
400
200

平 日昼 間

02030406080100120 160 240 320 500

km

図2距 離か ら見たNTT国 内電話料金の比較

2)パ ケ ッ ト交 換網 を利 用 す る もの －NＴrのDDX回 線 －

NTTの パケ ッ ト交換網 であるDDXに は大 きく分けてDDX-PとDDX-TPの2種 類がある。前者は

通信量の比較的多い もの、 お よびデー タベ ース・ホス ト側のための加入契約方 法であ り、端末側

での加入 は後者が殆 どと思 われる。

DDXは 国内 で まだ使 用 で きな い地域 が あ り、 また契約 時 に通信 速 度 を固 定 され た り、 契 約 し

た 電 話番 号 か ら しか ア クセ ス が で き な い な ど使 い に くい と ころ も多 々 あ る が 、JOISの よ う に

1200bpsの 通 信 速度 で は こ の回線 しか利用 で きないサ ー ビス もあ る。 また 、 多 くの デ ー タベ ー ス

に ア クセ ス可 能 であ る の で、遠 隔地 な どか らの アクセ スに は都 合 が よい。

DDX料 金 はKDDのVENUS-Pと 同 じくに 、パ ケ ッ ト(デ ー タ伝 送単 位)ご との 利 用料 金 とな って

い る。表5にDDX-TPの 料 金 表 をあ げ る。パ ケ ッ トの生成 に は細 か い規則 が あ るが 、 ここ では最

大 長 で あ る128byteを1パ ケ ッ トと して料 金 を仮 に換 算 して い る。 尚byte(バ イ ト)は情 報 量 の単 位

で あ り、 漢字 や ひ らが な1文 字 は2バ イ トの情 報 であ る。
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表5DDX-TPの 料金表

加 入 料 800円

月額基本料 な し

接続料(1時 間あた り)
300bps400円

1200bps600円

iKバ イ トあ た り

～120km3 .2円

～500km4 .0円

500km越4.8円

伝 送効 率 を50%と して、260Kbyteの デ ー タを受 信 す るの に要 す る 費用 をNlvr－ 般 回線 とDDX-

TP網 使 用料 金 とで比 較 す る と図3の よ うに な る。 これ は伝 送 速度1200bpsで ち ょう ど1時 間 か か る

値 で あ る。 た だ しDDXは パ ケ ッ ト単 位 の 課 金 制 度 とな って い るた め 、 パ ラ メ ー タの 取 り方 に

よって は異 な った結 果 とな る。 ここで は128オ ク テ ッ トの単 位 ご とに きち ん とデ ー タが 区切 られ

た場 合 を想 定 して い る。 オ クテ ッ トとは情 報量 の単 位 で 、1オ クテ ッ トは1バ イ トであ る。

1時 間当 りの

電話料金

¥7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000
800
600
400
200

02030406080100120 160 240 320500

km

図3NTT－ 般 回線 とDDX-TP網 使用料金 の比較
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お お むね上 記 の条件 の場 合 で60Kmを 越 え る場 合 には、DDXを 利用 したほ うが 有利 で あ る こ と

が わ か る。 しか し回線 の伝 送 効 率 や コマ ン ド操 作 の多 寡、 それ に デ ー タベ ー ス・ホス トの レス ポ

ンス な ど、条件 次 第 で結 果 は容易 に変 わ るた め注意 す る必 要が あ る。

3)パ ケ ッ ト交 換 網 を 利 用 す る も の 一 個 人 向 け のVANサ ー ビ ス ー

デ ー タベ ー ス には ア ク セ ス・ポ イ ン トまで の 回線 費 用 を運営 側 で負 担 して い る ものが 多 い。 し

か し、小 規 模 なデ ー タベ ー スや い わ ゆ る商 用 パ ソ コン・ネ ッ トワ ー ク な どで は この通 信 費用 の負

担 が きわめ て 大 きな もの と な りかね ない為 、個 人 向 け課金 のVANサ ー ビス が最 近 始 ま った。 表

6は ㈱ イ ンテ ックが開 始 した個 人 向 けVANサ ー ビス であ るTri-Pの 利 用 料 金 表 で あ り、現 在 ア ク

セ ス ・ポ イ ン トは全 国 に60ヶ 所 あ る。 ま た 、 表7は ネ ッ トワ ー ク情 報 サ ー ビ ス㈱ の 提 供 す る

VANサ ー ビス、TYMPASの 利 用料 金表 で アクセ ス・ポイ ン トは全 国 に40ヶ 所 あ る。 この サ ー ビス

は、 海外 のバ ケ ッ ト交換網 と もつ なが ってお り、注 目に値 す る。

表6Tri-Pの 利 用料 金

加 入料 3,000円/ID

月 額 利 用 料 金

最初の60分 まで
一 律1

,000円

60分 以 上 10円/分

表7TYMPASの 利用料金

加 入 料 国 内 会 員

3,000円

基 杢 料 900円1月

(2時 間 までの 国 内

接続 料 を含 む)

接 続 料 国 内 接 続

300円1時 間

伝

送

料

ピー ク時

(8AM-8PM)

6円/KByte

オ フ ピー ク時

(8PM-8AM)

2円1KByte
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¥3,000

2,000

1,800

1,000
800
600
400
200

02030406080100120

DDX-TP1200bpsで 使 用

TYMPASを1200bpsで 使 用

Tri-Pを1200bpsで 使 用

160 240 320500Km

図41時 間あ た りの ア クセ ス料 金 の距離別比較

図4は 各 個 人 向 けVANサ ー ビス の1時 間あ た りの ア クセ ス料 金 を距 離別 に比 較 した 図 で あ る。

伝 送効 率50%と した ときに、遠 距 離 ユ ーザ(500Km以 上)が260Kbyteの デ ー タを受信 す る の に要 す

る費用 を通信 速度 別 に比 較 した もので あ る。260Kbyteと は、1200bpsの 伝 送速 度 で ち ょ う ど1時

間か か る値 であ る。

¥4,000

3,000

2,000

1,000

0

300bps

口

圏

TYMPAS(オ ン ピー ク)

DDX

TYMPAS(オ フ ピー ク)

Tri-P

1200bps 2400bps

図5通 信速度別の料金比較
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1.3.3海 外 へ の 通 信 接 続

1)直 接 ア ク セ ス

米国のデ ータベースか ら大量の ファイルを一気 に2400bps以 上の速度で とる場合 などでは国際

電話 を直接にかけたほ うが安 くなる場合 もある、参考 までに米国 までの国際電話料金 を表8に 示

す。

表8米 国向け国際電話料金

最初の1分 1分 経過後 1時 間

昼間料金 50円/6秒 37円/6秒 22,330円

夜間、休 日料金 40円/6秒 30円/6秒 18,100円

深夜料金 30円/6秒 22円/6秒 13,280円

2)KDDVENUS-P利 用 に よ る も の

VENUS-PはKDDの 運 営 す る国際 パ ケ ッ ト回線 で あ って、 国内 か ら米 国 の デ ー タペ ー スヘ ア

クセ ス す るた めの代 表 的 な手段 で あ る。 ア クセ ス・ポ イン トは現 在 の とこ ろ東 京 と大 阪 の2ケ 所 だ

けで あ るが、 国 内 の通 信 費 は国 際 電話 と同様 にKDDが 負 担 す るた め 、 ユ ー ザ側 で は国 際通 信 料

だけ をみ れ ば よい。VENUS-Pの 通 信料 金 は昭和63年1月1日 か ら表9の よ うに変更 され てい る。

か ね て よ り要 望 の多 か っ た2400bpsを サ ポ ー トす るVENUS-Pの 改 訂 もい よい よ1988年5月 初

め か ら開始 され る予 定 で あ り、 同時 に ア クセス方法 も全 国一 律 の短縮 番 号 制 へ と変 更 され る。

表9現 行 のVENUS-Pの 料 金体系

時分料:1分 につ き

現料金 新料金

セ グメ ン ト料(1セ グメント につき)

現 料 金 新 料 金

加入 契約 ¥40→¥30 ¥2.4→¥2.0

DDX-Pに よる

利 用 契 約

¥40→ 変 更 な し ¥2.4→ 変 更 な し

加入電話 による

利用 契約
¥40→¥35 ¥2.4→¥2.2

3)国 際VANの 利 用

KDDの 独 占 で あ った 日米 間の 国際VANサ ー ビスが 、1987年10月 よ り自由化 され た。 これ に よ

り米 国向 け のデ ー タ通 信料 金 が か な り安 くなる と期待 され て い る。 今 春 よ り早 くも2社 が 小 規模
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ユ ー・ザ ー向け のサ ー ビス料 金 を発 表 して い るが、表10は ネ ッ トワー ク情 報 サ ー ビス㈱ の提 供 す る

TYMPASの 国際VANサ ー ビス料 金 表 で あ り、 表11は ㈱ 国 際VANの 料 金 表 で あ る。 両 者 と も未 だ

本 格 的 なサ ー ビスの提 供 を開始 して い ないが 、 これ か ら海 外 へ の デ ー タベ ー ス・ア クセ ス の有 力

な回線 とな りうる可能 性 が あ るの で 、VENUS-Pや 電話 回 線 を使 った場 合 の比 較 を交 えて 料 金

体 系 を図6に 紹 介す る。 これ は、760Kbyteの デ ー タを受 信 す る場合 の料 金 を通信速 度 別 に比 較 し

た もの で あ る。 この760Kbyteの とは 、1,200bpsの 伝 送 速 度 で 理 論 的 に は1時 間 か か る値 で あ

る。

表10TYMPASの 料金表

加 入 料
国 際 会 員

5,000円

基 本 料

900円1月

(2時 間 までの 国 内

接 続料 を含 む)

接 続 料
国 際 接 続

20円/分

伝

送

料

ピ ー ク 時

(8AM-8PM)
45円1KByte

オ フ ピ ー ク 時

(8PM・8AM)
35円1KByte

表11㈱ 国際VANの 料金表

加 入 料 未 定

基 本 料 未 定

接 続 料
国 際 接 続

24円1分 ・

伝 送 料
1.6円/64Byte

－18一



¥20,000

10,000

¥90,000

300bps 1200bps 2400bps

図6国 際通信料金の比較

4)ゲ ー トウ ェ イ と して の 商用 パ ソ コ ン ・ネ ッ トワ ー ク の 利 用

日本 で も商用 パ ソ コ ン・ネ ッ トワ ー クが米 国 なみ に発達 し、従 来 の掲 示 板 や 電 子 メ ール 中心 の

サ ー ビスか らデ ー タベ ースへ の 本格 的 なゲ ー トウェ イ・サ ー ビスの形 にな っ て きた。

な かで も 日本 版 のCompuServeを 目指 す とい わ れ るNIFTY-Serveで は、 別 途相 手 先 と契 約 を行

うこ とな くWesternUnionTelegraphのINFOMASTERを 使 って全 米800以 上 の デ ー タベ ー ス に簡

単 に入 る こ とがで きるINFOCUEと 呼 ば れ るサ ー ビス を開 始 した。 この サ ー ビス は ほ とん どが均

一 料 金 とな ってお り、一 件 あ た りの料 金 と国際 通信 料金 を支 払 うだけ で よい。 また キ ー ワ ー ドを

入 力 す れば システ ムの方 で適 当 なデ ー タベ ース に誘 導 して くれ るの で、 日常 的 にデ ー タベ ース を

使 用 しない ユ ーザ には便 利 で あ り、や や入 門 的 な使 い方 が可 能 であ る。

利 用料 金 はNIFTYの 使 用料 に国際 回線 使用 料 、そ れ に ヒ ッ トチ ャー ジが かか る。
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第2章 デ ー タベ ー ス をめ ぐる利 用 制 約 と国際 的動 向

2.1デ ー タベ ー ス と著 作 権

2.1.1デ ー タベ ー ス と著 作権

最 近 、著作 権 をめ ぐる話 題 が多 い。 レコー ドや ビデ オな ど レン タル ソフ トの著作 権 問 題 は国 会

を も巻 き込 む形 で 人々 の一 大 関心事 となった。 ご く最 近 で も、大 手 出版 社 間 で英和 辞 典 の 著作 権

をめ ぐる販 売 差 し止 め 申請 が な され た り(昭和63年2月)、 また ス ナ ック で歌 われ る カ ラオ ケ に も

音 楽 著作 権 が 及 ぶ とい う最 高 裁 判 決(カ ラ オケ 訴訟ノ昭 和63年3月)が 下 され た。 ま た 、経 団 連 も

「出版 物 の複 写 問題 に関す る懇談 会 」を新 設 し、企 業活動 に必 要 な コ ピー と著 作権 との 関係 につ

い ての検 討 を始 め た(昭 和62年12月)。 著作 権 を尊重 す る こ とを前提 に、企 業 活動 を 阻害 しない 著

作 権 の使 用許 認 可 の方法 な どにつ い て経 済界 の考 え方 を一 本化 したい考 えだ とい う。

今 後 は、単 に著 作権 だ け に限 らず 、 知的所 有権 とい った形 で も、様 々 な知 的著作 物 が保 護 の対

象 とな り、 また それ に伴 って、権 利 を守 るため のい ろい ろな 問題 や制 限 が で て くるで あ ろ う。 と

くに、 コ ン ピュ ー タ・ソフ トウェ アや そ の他 コ ン ピュー タ関 連 の著 作 権 、 あ るい は 知 的所 有 権 は

今 後 とも注 目 されて い くもの と思 わ れ る。 これ は、 デ ー タベ ース に関 して も同様 で あ る。 今 後 次

第 にデ ー タベ ー スが整備 され て い くに従 って 、そ の権 利 問題 は 、現在 以 上 に取 り沙 汰 され て くる

で あろ う。

本 章 は、 デ ー タベ ー スの利 用 をめ ぐる著作 権 や知 的所 有権 とい った方 面 か らの制 約 条件 に 関 し

て述 べ てい くこ ととす る。

2.1.2デ ー タ ベ ー ス の 法 的 な位 置 づ け の 概 要

デ ー タベ ー スや ニ ュー メデ ィアに焦 点 をあ て著作 権 法 の改 正 が 施 行 され た の は、 昭 和62年1月

1日 で ある。 「著作 権 法一 部 改正 法 」と呼 ばれ る もの であ るが 、 そ こに至 る迄 の経 緯 を表12に 示

す。 改 正法 の 意 図は デ ー タベ ースの 法 的 な位 置づ け を明確 化 し、今 後 の情 報 化社 会 に対 応 して い

こ う とい うもので あ る。

従 来 と大 き く変 わ った点 と して、 まず 第一 に、 デ ータベ ース が法 的 に明 瞭 に位 置づ け られ、 そ

れ に よって そ の保 護 が明 確化 された とい う点 があ げ られ る。 デ ー タベ ー ス は、以前 か ら百 科事 典

の よ うな 「編 集著 作物 」 と して扱 われ て きた が、今 回の改 正法 で はデ ー タベ ー ス と して の 独 自の

規 定 が設 け られ た。 詳細 に関 して は次項 に譲 る。

第二 の 変更 点 は、 オ ン ライ ン・デ ー タベ ー スの法 的 な位 置 づ け が従 来 か らあ る有線 放 送等 の と

の 関連 で明 確 化 され た こ とであ る。 改正 前 の著作権 法 の制定 当 時 は、 有線 に よ る著作 物 の伝 達 手

段 と して は、音 楽 の有線 放 送 や あ るい はCATVな どの よ うに、送 信 者 が 同一 の時 間 に 同一 の 内容

の もの を多 数 に送 る とい う形 態 の もの しか なか った。 いわ ゆ る 「有 線 放送 」とい う呼 び名 で言 わ

れ てい る もの であ る。
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表12著 作権法一部改正法、施行 まで の経緯

昭和59年1月 文 化庁 の 著作権 審 議 会 は、 そ の総 会 にお いて、 デ ー タベ ース お よびニ ュー

メデ ィアに 関す る著作 権 問題 につ いて の検 討 を開始 す る こ とを決定 し、新

たに第7小 委員 会 を設置。

昭和59年3月 デ ー タベ ース分 科 会 の審議 が 開始 され る。 ニ ュ ー メデ ィア分科 会 と も連携

し、審 議 の状 況 に応 じて小 委員 会 を開催 、 デ ー タベ ース とニ ュ ーメ デ ィア

に共通 す る問題 につ い ての検 討 も行 う。

昭和59年12月 デー タベース分科会,中 間報告 を取 りまとめ公表。その内容 に対 する関係団

体の意見聴取 を行 う。

昭和60年9月 上記の経緯 を踏 まえ、著作権審議会第7小 委員会 としての最終報告を取 りま

とめ、公表。

昭和60年12月 文化庁が著作権法改正法案(文化庁試案)を作成 し、公表。関係団体 の意見聴

取 を行 う。

昭和61年3月 上記の経緯 を踏 まえ、著作権法改正法案 を第104回 国会 に提 出。

昭和61年5月 16日 に国 会 にお い て可決成 立 し、 同23日 に公布 され た。

昭和62年1月1日 著作権法一部改正法、施行

しか しそ の後の技 術革 新 で 、 キ ャプテ ンな どの ビデ オテ ックスやVTR、 またデ ー タベ ー スの オ

ンラ イ ン・サ ー ビス な どの よ うに、 利用 者 が選 択 を し、個 々別 々 の 内容 の もの が送 信 され る とい

う形態 の もの が現 れて きた。 著作 権 審 議 会 第7小 委員 会 での 審 議 で は、 こ う した形 態 で提 供 され

る著作 物 に関 して も、従 来 の 「有 線放 送 」と同様 に著作 権 が及 ぶ とい うこ とに な ったが 、新 た な

利 用形 態 の著作物 に関 して は、誤 解 が生 じな い よ うに とい う判 断 か ら、 「有 線 送信 」とい う新 し

い概 念 がつ くられ る こ ととな った。

図7に 示す ように、従来 か らある音楽 の有線放送 やCATVな どのような 「有線放送 」を含む大

きな概念として 「有線送信 」というものが設定 された。

改正法の第2条 第1項 第17号 では、 「有線送信 」に関 して 「公衆 によって直接受信 されることを

目的 として有線電気通信 の送信(有線 電気通信設備で、その一 の部分の設置 の場所 が他 の部分の

設置の場所 と同一の構 内にあ るものに よる送信 を除 く)を行 うこ と」と示 してい るが、これ は法

改正前の 「有線放送 」と同 じ概念 であ る。

この新概 念 の創設 に よって 「有 線 放 送 」は、 同項 第9号 の2に よ り 「有線 送 信 の うち、公 衆 に よ

り同一 の内容 の送信 が 同時 に受信 され るこ とを 目的 と して行 う もの 」とな った。 デ ー タベ ー スの

著作 権 が有 線送信 権 とい った形 で保 護 され るこ と とな ったの であ る。
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・CATV

・音 楽有線 放送 等

(有 線送信のうち、同一の情報 を

同時 に多数に送信するもの)

図7「 有線送信 」 と 「有線放送 」 の概 念

2.1.3法 的保 護 の 内 容

1)デ ー タベ ース そ れ 自体 と しての著作権

この内 容 を踏 まえ、 以 下 、 デ ー タベ ース と著作 権 に関 して要 点 をあ げ る。 こ こ で は 、 デ ー タ

ベ ース内 に蓄 え られる デ ー タの もとに なる個 々の デー タの著作 権 で はな く、 デ ー タベ ー スそ れ 自

体 と して の著作 権 につい て述 べ る。

① デ ー タ ベ ー ス の 定 義 と 著 作 権 保 護 の 内 容

データベースに関 しては、法改正前から、 「編集著作物 」の一種 であるとい う考 え方 が とられ

て きた。編集著作物 とは、 「編集物 でその素材の選択 または配列 によって創作性 を有す る もの 」

(著作権法弟12条 第1項)と 定 め られているが、百科事典や あるいは語学の辞書 などがその代表 的

なものである。 「素材の選択や配列 」に関 しての創作性か ら、編集著作物は著作権法で保護 され

ている。

th例 をあげれば、英語 の辞書で入学試験に出易 い単語に星印が1個 、2個 とついている ものがあ

るが、そうした編集方針 で 「素材 が選択 」され 「配列 」された辞書 には当然、編 集著作物 として

の保護が加わる。第三者が同様の単語が選択 された辞書を新 たにつ くれば、著作権法 に抵 触す る

こととなる。

デ ー タベ ー ス も基 本 的 に は、 こ う した編 集著 作物 と同様 の枠 で 考 え る こ とが で き る。 しか し、

デ ー タベ ー スの作 成 にあ た って は、単 なる辞書 や百 科事典 とは異 な り、 デ ー タの体 系 づ け や キ ー

ワー ドの絞 り込 み とい っ た独 自の 創作 的行為 が介 在 してい る とい う側 面 があ る ため、 改 正 法 で は

それ らを勘 案 してデ ー タベ ー ス に関 して の新 たな定義 をつけ た。

そ れ に よれ ば、 デ ー タベ ー ス とは、 「論文 、数 値 、図形 そ の他 の情 報の 集合 物 であ って 、 そ れ

らの情 報 を電子 計算 機 を用 いて検 索 す る こ とがで きる ように体 系 的 に構成 した もの 」と定 義 され

る(第2条 第1項 第10号 の3)。
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百 科事典 な ど一般 の編 集 著作 物 との 大 きな違 い は、 コ ン ピュー タに よる検 索機 能 を もつ とい う

点 に求め られる。 デ ー タベ ー スで は、 コ ン ピュ ー タに よる検 索 が効 果 的 に行 え る よ う、 デ ー タの

配 列 に は体系 的 な構成 が な されて い なけ れば な ら ない し、 また蓄積 され てい る デー タ もそ う した

視点 か ら選択 され た もの で なけ れ ばな らない であ ろ う。 そ こが従 来 か らの編 集 著作 物 とは異 な っ

て い る。

この点 が、正 にデ ー タベ ー スそ れ 自体 と して著 作 権 で保 護 され る焦 点 で あ る。 著作 権(改 正)法

弟12条 の2第1項 で は、 デー タベ ー スの うち著 作 物 と して保 護 され る のは、 「その情 報 の選択 又 は

体 系 的 な構城 に よって創 作性 を有 す る もの 」と され る。 つ ま り、多 くの情 報 の なかか ら どの よ う

な情 報 を選 び出 し(情報 の選 択)、 そ れ らの情 報 を、 い か にコ ン ピュー タに よって効 率 よ くまた 意

味 の あ る もの と して検索 で きる よ うに配列 して い る か(情 報 の体 系 的構成)と い う点 が創 作性 が あ

る と され た。従 って著作権 の保護 の対 象 となっ てい る。

(

② データベ ース著作権紛争の実例

最近の著作権 をめぐる紛争の事例 をひとつ あげておこう。'

これは昨年(昭和62年)の 暮れに、デー タベース作成側が、その無断使用者側 を相手取 り、総額

1億1780万 円の損害賠償 とそのデータ使用書籍等 の発行差 し止め を求める訴 えを東京地裁 に起 こ

した というものである。原告側(デ ー タベ ース作成側)は 財団法人 「国土地理協会 」、被 告側 は財

団法人 「自動車検査登録協力会 」。問題のデータベース とは、 「全国の地名 を独 自の編集 で入力

したデー タベース 」である。

その経緯 を見るために、新 聞の記事 を転記する。

国土地理 協会側 の説 明 による と、協会 は官 報 や広 報 な どに公示 された町名 に加 え、郵 政 省 やNTTの 資料 、市 町

村 への照会 、現地 鯛査 な どを整 理 して、全 国の 最新 の地名 約42万 件 を コー ド別 に コ ン ピ ュ ー タ に入 力 。r全

国 町・字(あ ざ)フ ァイル』 と して、磁 気 テー プ一本 を250万 円、印刷 した コー ドブ ック9分冊 を6万8000円 で販売 して

い る。

自動車 検査 登録協 力会 は、 この コー ドブ ッ ク9分 冊 を 自治 省 の(国土 地理 協会 とは)別の許 可法人r地 方 自治情 報

セ ンター 」を通 じて購入、 そ の主 要部 分rカ ナ地名 、漢 字地 名 」をそ っ く りコ ピー し、 自動 車 登録 業 務 に使 う磁

気 テー プとコー ドブ ックを製作 、 このほ ど発行 した。

これ に対 し国土地理協 会 はr地 名 であ って も、 さ まざ まな情報 を総 合 して加工 してお り、 デー タベ ー ス と して

の保護 の対 象 とな る。無 断流用 だjと 抗 議 を申 し入 れ た。 しか し、 自動 車検 査登録 協力 会側 は 「全 国町・字 フ ァイ

ル 」を参考 に した こ とは認 め なが らも、r著 作 権 侵 害 に はあ た らな い 」 と反 論 。 その 理 由 と して 、(1)r全 国

町 ・字 フ ァイル』の地名 を全部 使 った ので はな く、小字 だけ を利用 してい る(2)国土地 理協会 の コー ドを使 わず、独

自の コー ドを使 って いる(3)全国 の運 輸局 単 位 に分 けた り、地名 を陸運 支局単 位 に並 べ た りす るな ど編 集 や整 理 の

仕方 が違 って いる こ とな どをあげ て対 立 した。(朝 日新 聞1987年12月1日 付朝刊)

デ ー タベ ー ス製作 者側 の仮処 分 申請 の意 向に対 して、 も しその 申請 が認 め られ る と、 自動 車登

録 等 の事 務 に支 障 を きたす とい う こ とで 、 そ れ ぞ れの主 務 官庁 で あ る 自治 省 、 運 輸 省 が 間 に は

い っ て円満解 決 を図っ てい たが、結 局 こ の問題 は法廷 へ と持 ち込 まれ る こ とに な った。

今 後 、 これ と似 通 っ た、 デ ー タベ ー ス をめ ぐる紛争 は、 まず減 る こ とは ない と思 われ る。
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③ アイデアには著作権 はない

デ ー タベ ー スの著 作権 に関 して、・注 意 の必 要 な こ とは、 あ くまで も著作 権 法 に よる保 護 の対 象

にな るの はデ ー タベ ース の中 に蓄積 され た具 体 的 なデ ー タで あ る。創 作性 の あ る情 報 の 選択 とそ

の体 系 的 構城 に よって 選 ば れ た結 果 と しての デ ー タベ ー スの 具体 的 内 容 に保 護 が 及 ぶ の で あ っ

て、 その 「選択 の仕方 、編 集 の 方針等 の アイデ ア 」や 、 また 「検 索 法 に関 して の アイ デ ア 」な ど

は保 護 の対 象 に は な らない。

「編 集 の アイデ ア 」と して よ く引合 いに出 され るのが 、電 話 帳 の例 であ る。東 京 の職 業 別 電 話

帳 のユ ニ ー クな編集 方針 を真似 て大阪 で 同様 の大阪版 電話 帳 をつ くった場合 、 これ は著作 権 法上

は問題 は ない。 あ くまで も、 そ こで具体 的に蓄積 され たデー タの レベ ルで の模倣 性 、 す なわ ち 、

電話 帳 の場合 で 言 えば具 体 的 な氏名 や 電話番 号 が ない と、著 作 権 法上 の 問題 とは な ら ない の で あ

る。

また 「検 索 の ア イデ ア 」に関 して、次 の ような疑 問 も出 て い る。

今 後、 デ ー タベ ースの 一般 へ の普 及 が高 ま る過程 におい て は、 デ ー タベ ース の検索 を現 在 よ り

更 に容 易 にす る ため の新 しい検 索 ア イデ アな どが 出て くる と も考 え られ るが 、 そ う した 「検 索 の

ア イデ ア 」に関 して著作 権 法上 どの よ うに扱 うの か。

現 状 の著作 権 で は、 こ う した ア イデ アに関 して は保護 の対 象 とはな らない とい うのが 、 回 答 で

あ る。具 体 的 に作 成 され たデ ー タベ ース な どの内容 に関 して は もちろ ん保護 され るが 、 そ の 元 と

な った よ うな ア イ デ ア には保 護 が及 ば ない。基 本 的 にア イデ ア には著 作 権 や特 許 が 認 め られ な

い、 とい うの が現 状 での 考 え方 で あ る。

2)デ ー タ ベ ー ス 内 に 蓄 積 さ れ た デ ー タ の 利 用 に 関 す る 著 作 権

以上 述べ て きた こ とは 、 デ ー タベ ー スそ れ 自体 と しての著 作権 の問 題 であ った。 そ れ は どち ら

か とい う と、 デ ー タベ ー ス を作 りまた供給 しよう とす る側 に と っての 問題 とい う面 も多 分 に あ っ

た。 これ か ら述 べ る こ とは、 デ ー タベ ース を利 用す る一般 の ユ ーザ ー に とって現実 的 で ま た身 近

な問題 であ る。

① 個々のデータの著作権は書籍などの扱い と同 じ

デ ー タベ ース か ら取 り出 したデ ー タ を自由 に引 用 して使 って いい の だろ うか。

デ ー タベ ース の なか に納 め られ てい る個 々の デー タの著作 権 に関 しては、 基本 的 に書籍 な どか

ら得 たデ ー タ と同様 で あ る と考 えれば 良い。 つ ま り書籍 な どか らデ ー タ等 を引用 す る場 合 に は、

その 出典 を明記 して 自 らの論 文 や レポー トとす るわ けで、 そ のあ た りの ル ール は、 デ ー タベ ー ス

か ら取 り出 した デー タだか ら とい って と くに変 わる こ とはな い。 デ ー タベ ース の場合 、 そ こに蓄

積 され たデー タ とは、 す で に存 在す る情 報源 か ら持 って きた もの で あ る こ とが多 いの で、 個 々 の

デー タの 出所 が明示 され て い る。 その ため、 デ ー タを どこか に引用 す る際 には、 出所 を明 記 す る

必 要 があ る。

しか し、 そ の引用 が か な りの量 にの ぼ り、 またい くつか の デ ー タが ま とま った形 で引 用 され る

よ うな場 合 に は、 それ ぞ れ のデ ー タの 出所 を記 して も、著作 権 法上 の 問題 となる こ とが あ る。

こ れは前節 で述 べ た こ と と同様 で あ るが、 あ る分 野 のあ る項 目に関 して、 ま とま った デ ー タが
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デ ー タベー スの なか に蓄 え られて い た と して 、 それ をあ る者 が 大量 に コ ピー し、 デ ー タベ ー ス上

での 配列 と同様 な配列 で 自書 に引用 した ような場 合 は注意 が必 要 となる。 この場 合 に は、個 々 の

デ ー タの著作 権 問題 で は な く、 デ ー タベ ース 自体 の著作権 が問題 となっ て くる。 デ ー タの選 択 と

その配 列 には、編 集著 作物 であ るデ ー タベ ー ス と して の創 作性 が現 れ てい る か らであ る。

だが 、以上 の話 も、 よ く考 えて み る と若 干話 が難 し くな る。

デー タベ ース とは、 その性 格上 、 ユ ーザ が コ ンピュー タ を用 い て、 い くつ かの 項 目や キ ー ワー

ドを掛 け合 わせ て デー タ を引 き出す こ とが多 い。 す る と、 デ ー タベ ー ス上 で のデ ー タの 「配 列 」

とい って も、 それ はあ って な きに等 しい もので は ない か、 とい う意見 も出 て くる。 あ る分 野 の あ

る項 目に関 して の大 量 の デー タの 引用 とい って も、 も しそれ がユ ーザ 側 の創造 的 な検 索 作 業 、 つ

ま り、 あるキ ー ワー ドとあ る キー ワー ドを重 ね合 わせ てみ た結 果、 現 れ たデ ー タの配 列 な の だ と

した ら、 それ はた とえ大量 に引用 して もデ ー タベ ース の著作権 に は触 れ ないの で は ない か、 とい

うこ とに なる。

この点 に関 しては、 も しもそ こでユ ー ザ側 の創 造 的検 索 作業 の結 果 と して取 り出 され たデ ー タ

群 が 、何 らかの商業 的行為 へ と結 び付 くような形 で使 わ れた と した ら、 それ は著作 権 の 侵害 行 為

にあ た る とも考 え られ る、 とい った解 釈 も出 て こ よ う。

このあ た りに なる とかな り微 妙 なケ ー スバ イケ ー スの問題 で あ り、今 後 の具 体 的 な判例 等 の積

み重 ねが常 識 をつ くって い くこ とにな ろ う。

② ダウン・ロ ーデ ィン グの 問題点

日経 テ レ コ ンな どの商業 デ ー タベ ー ス で は、 ダウ ン・ローデ ィ ング を現 在 一切 認 め てい ない。

オ ンライ ンで取 り出 したデ ー タは、 そ の場 で デ ィス プ レイ を通 して読 む か、 プ リン ター に出力 さ

せ た もの を読 む しか ない。 新 聞記事 の原 文 に して も、 その要 約 に して も、 そ れ をユ ーザ側 が フ ァ

イル に落 とす 、す なわ ち、 ダ ウ ン・ロ ー デ ィ ング して加 工 した り、再 利 用 した りはで きな い よ う

に な ってい る。

デ ー タベ ースの利 用規 定 やユ ーザ遵 守 事 項 の詳細 に関 して は、契 約 書 の 内容 につ い て述 べ る 章

で改 め て記述 す るが、 デー タベ ー スの サ ー ビス提供 側 と して は、 そ のデ ー タベ ー スの な か に蓄 え

られ た個 々の デ ー タの著 作権 問題 は、頭 を痛 め る問題 となる。 、

ユ ー ザ に 自 由勝 手 に ダ ウ ン・ロ ー デ ィ ン グ され 、 コ ピー され て様 々 に利 用 され る よ うで は 、

個 々 のデ ー タの著作権 者 か らク レー ム が 出 る で あ ろ う。 レン タル・レコ ー ド業 や レ ン タル ・ビデ オ

業 と同様 の問題 をデー タベ ース産 業 も抱 えて しま う。

この 問題 に関 しては、昭 和63年4月 か ら本格 的 なデ ー タベ ー スの 供給 サ ー ビス を行 うエ レク ト

ロニ ック・ライ ブ ラ リー(略 称肌 ,社長:小 暮 剛平 電通 社 長)で の対 応 が 今 後 の 参考 に な りそ うで あ

る。

ELは 、各 種 新 聞 、雑 誌 の 同一 項 目に 関 して の 記事 の見 比 べ(横 断検 索)やSDI(予 約情 報 サ ー ビ

ス)、 また フ ァク シ ミリと連 動 した 「ニ ュー ス の 出前 」な どユ ニ ー クな サ ー ビス を売 りもの と し

てい る が、著作 権 問題 を明瞭 に した とい うこ と も、 その特 色 の大 きな ひ とつ と して打 ち出 して い

る。
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要 は、情 報提 供 者 が著 作権 を放 棄 した もの につい ての み、利 用者 に提 供 す るす る こ とにな る。

このELに 情 報 を提 供 す る新 聞 は 、大 手 全 国紙 か ら業 界紙 まで30社 ほ どに もの ぼ るが、 こ う し

たELで の著作 権 をめ ぐる動 きに関 してあ る全 国紙 は以下 の よ うに述 べ てい る。

rELは 社会的問題にもなっている無断コピーの氾濫時代に、著作権者保護の先導的役割をはたすことにもなる。

しかし、著作権を重視するあまり、利用者側の求めるものを、なんでも提供することはできないというジレンマ

もあり、苦しいところだ。」(朝日新聞1987年11月4日 付朝刊)

2.1.4国 際 的 な 動 向

「デー タベ ー ス白書 」の1987年 版 に は、 デ ー タベ ■-iスの法 的保 護 の 国際 的動 向 と して、 ア メ リ

カ、 イギ リス 、 オー ス トラ リアの例 が掲載 され てい るが、 どれ も日本 に おけ る著作 権 法 一 部改 正

法 と基本 的 に は同様 の発 想 を もって い る もの であ る とい うこ とが理 解 で きる。

例 え ば 、 ア メ リ カ に お い て は 、 「新 技 術 に よ る著作 物 の使 用 に 関 す る国 家 委 員 会 」(通 称

CONTU)が1975年 に設 置 され 、 デ ー タベ ー スの 問題 に関 して も検 討 が な され た とい うが 、 そ の

CONTU最 終 報告 書(1978年 発表)に よれ ば、

① デ ー タベ ース は編 集 著 作物(Compilation)で あ り、 したが って著作 権 保 護 の対 象 とな る こと。

② 著 作権 に よ り保護 され るのは、個 々の デ ー タで は な く、 デー タが体 系 化 され た もの で あ る か

ら、 引 き出 され た個 々の デ ー タを使 用 す る こ とは デ ー タベ ー ス の 権 利 侵 害 に な ら な いが 、

デ ー タベ ー スの相 当部 分 を引 き出 し、 それ を複 製 す るこ とは、著 作 権侵 害 に な り得 る こ と。

③ コ ン ピュー タの記憶 装 置 へ蓄 積す る こ とは複製 の一 形態 と考 え られ る こ と。

な どが指 摘 されて い る とい う。(『 デ ー タベ ー ス 白書1987』p293参 照)

こ こで言 わ れて い る こ とは、 日本 の改正 法 に盛 り込 まれ てい る こ と とほぼ 同様 の 内容 であ る こ

とが わか る。 この報告 書 が ち ょ うど今 か ら10年 前 の もので あ る こ とを思 う と、 や は りこの分 野 に

おい ては 、 日本 よ りも一 時代 前 を駆 け て い るアメ リカの姿 を思 わ ざる をえ な い。

著 作権 が よ り拡 大 されて 、知 的所 有権 とい った形 で大 き く注 目 され て きたの も、 日本 に先 駆 け

てア メ リカで の こ とであ った。 その アメ リカで は、現 在 の 日本 とは較べ もの にな らな い ほ ど多 く

の デ ー タベ ー スが実 際 に利 用 されて お り、 また商 業的 に成 り立 っ てい る もの も数 多 い。 その一 つ

の、 あ るデ ー タベ ー ス・サ ー ビスの案 内 リー フ レ ッ トを見 る と、 近 頃 、 著作 権 を まっ た く放棄 す

る意味 の'NONE'の 表示 がつ い てい る ものが 目立 つ よ うにな って きた。

先 に上 げ たELの 事 例 の 際 に も指 摘 され て い たが 、著 作権 を考慮 す る あ ま り、ユ ーザ の ニ ー ズ

に十分 に答 え られず に客 を失 う とい うパ ター ンは、 商業 デ ー タベ ー ス に とっ て は、や は り致命 的

な こ とで あ る。 その あ た りの ジ レンマ は著作 権 を問題 にす る時 、 いつ もつ い て まわ らざ る をえ な

い事 柄 とな る。
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2.1.5今 後 の 課 題

昭 和62年1月 よ り施 行 され た著 作権 法 一 部 改正 法 に よ り、 日本 で もデ ー タベ ース が産 業 と して

十分 に展 開 され るため の法 的 な基盤 整備 は おお よそ 固 ま った とい うこ とが で きるで あ ろ う。 そ の

具 体 的 な内 容 は以上 に述 べ て きた通 りで あ る。

そ う した法 的 な整備 を うけて か、 昭和62年 の5月 には、 文部 省 が 国立 大 学 の教 官 や 職 員 が作成

す る学術 論文 の デー タベ ー スの著作 権 に関す る帰属 基 準 を決 め た。 そ れ に よれ ば、 デ ー タベ ース

お よ びプ ログ ラム で、 国 に帰 属 す るの は、(1)国 立 学 校 特 別 会 計 の経 費 で作 成 され た場 合 、(2)民

間 な ど との共 同研 究 や受 託研 究 で作成 し、 学 内審 議機 関 が国 に帰 属 す る と判 断 した場 合 に限 り、

それ以外 の デ ー タベ ー ス、 プ ログ ラ ムの 著作 権 は作成 した教 官 、職 員 に帰 属 す る(日 本経 済 新 聞

1987年5月30日 付朝刊)と い うこ とに な った。

これ に よって、 国や教 官 らは、研 究 の副 産物 と して蓄積 され たデ ー タベ ー ス に よって明 確 な形

で収 入 を得 られ る ように な り、 また民 間企 業等 も研 究 者 との契 約 に よ って 自由 にデ ー タベ ース や

プ ロ グラム を利 用 で きる よ うに なった。

費用 が発生 す る にせ よ しない にせ よ、 著作 権 の 問題 が明確 に なっ てい る とい うこ とは 、学 術 や

経 済 また文化 の進 展 に寄与 す るこ とが 多 い。 今 後 ます ます著 作権 、 あ る いは知 的所 有 権 が 問題 に

な って くる だけ にそ の感 を ます ます強 くす る。

新 た に多 くのデ ー タベ ース が作 くられ る に従 って、 先 に取 り上 げ た よ うな地 図 デー タベ ー スの

無断使 用 をめ ぐる法廷 闘争 とい った類 の著作 権 をめ ぐる紛 争 は増 え てい くであ ろ う。

個 々の事例 の細 かな問題 に関 して は、 ケー スバ イ ケー スで 、判例 が積 み重 ね られ て い く中か ら

徐 々に明確 に なっ て行 くもの もあろ う。

今 後 の課題 として は、 デ ー タベ ー ス作成 に当 た って の アイ デ アや また その システ ム とい った も

の に も著 作権 な どの法 的保 護 がお よぶ か 否 か とい った こ とが問題 と なって くるか も しれ ない。 ア

メ リカでは、 アイデ アや仕組 み な どに対 して も保 護 を及 ぼ そ う とい った動 きが す で に出て きてい

る と聞 く。

そ う した点 が注 目され るほ どに、 デ ー タベ ー スが 日本 で も産 業 と して盛 ん にな る時代 は もう既

に始 まってい る。

2.2加 入等 の契約条件 にみ るユ ーザ 遵守事項

デ ー タベ ー ス を利用 して情 報検 索 を実 行 す るた め に は、 対 象 とな るデ ー タベ ー ス ご とに プ ロ

デ ュ ー サ また は代 理 店 と加 入 契 約 を結 ば な け れ ば な ら な い 。 例 え ば 、 国 内 デ ー タ ベ ー ス の

」OISで は 日本 科学 技 術情 報 セ ンタ ー(JICST)と また、 国外 デ ー タベ ー スのDIALOGは 日本 販 売

代 理 店 とユ ーザが契 約 を結 ぶ ことに な る。

いず れの契約 に も、 デ ー タ販 売 の権利 擁 護 の た めに 出力 した電子 的機 械 記録 ない しそ の複 写 に

よる第三者 へ の転売 、 また は公 示 を禁 止 す る条項 が 付 され て い る。 い わゆ る、 ダウ ン・ロー ドの

禁止 で ある。

一方 、実 際 の利 用 に際 して は、非 同期 通 信 ソ フ トウェ アに ダ ウ ン・ロー ド(ア ップ・ロー ド)の機 能

が付 されてい て、 出力 の 加工 ・編 集 ・整 理 が実 質 的 に行 わ れ て い るの が実 情 で あ る。加 え て、 米

国、ECで はす で に2,400bpsを 超 え るデ ー タ伝 送 が緒 につ い て お り、 ドッ ト・プ リ ン ターに よる出
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力情 報 の機 械 的 な同時 出力 は限界 を こえて不 可能 とな り、事 実 上 ダ ウ ン・ロー ド(ア ップ・ロー ド)の

手順 を踏 まざ るを得 な くな って い る。 また、 ワー クス テ ー シ ョ ン利 用 の場 合 で も、 一 旦 プ ロセ ッ

サ ー また は デ ィス ク に落 と した上 で ア ップ・ロー ド しなけ れ ば な らな い。 この よ うに、 契約 上 の

利 用 制約 条項 と、技術 革 新 の進 んで い る伝 送 デー タの受信 技術 とが実際 には ミス マ ッチ を生 じ、

契 約 条文 をこ えて事実 が 先 に進 ん で い る。 そ こで、本 項 で は こ う した 問題意 識 の もとに、 内外 主

要 の デ ー タベ ー ス につ い て 、加入 契 約条 文 に現 れ る制約 条項 を抽 出、 整理 した。

ノ

1)国 内 デ ー タ ベ ー ス

国 内 の主要 なデ ー タベ ース につ き、利 用 制約 の条項 を ま とめ た のが表13で あ る。

い ずれ の デ ー タベ ー ス も、 その利 用 をユ ーザ の内部 に限 り、営 利 を 目的 と して他 に配 布 す る こ

とを禁 じてい る。

さ ら に 、 ダ ウ ン・ロ ー ドに つ い て 明 確 に 禁 止 して い る の は 、」OIS、NIKKEITELECOM、

PATOLIS－ 漢 字、COSMOSの4つ であ る。 これ らの うち、COSMOSを 除 く3つ の デ ー タベ ー ス に

つ い て は 、 使 用 を 「ビデ オ画 面 」と 「プ リン ター に よる 印字 」に 限 る と して い る。 例 え ば 、

PATOLIS－ 漢字 で は、利 用 約定 書 第12条 で次 の よ うに明文化 してい る。

「PATOLIS－ 漢字 の利 用 は端 末機 に よる ビデオ画面 の表 示 、 または プ リンター に よる印 字 に限

る もの と し、 電子 計算機 可 読 記録 、 そ の他 の方 法 に よる利 用 を行 って はな らな い。 」

この ように 、国 内デ ー タベ ー ス には原 則 と して厳 しい利 用 条件 が 課 されて い る。
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表13国 内デ ー タベ ー ス の利用制約

国 内 ①

デ ー タ ベ ー ス

JOIS

(日 本科学技術情報
セ ンター)

NEEDS-TS

(日 本経済新聞社)

NIKKEITELECOM

(日 本経済新聞社)

NEEDSデ ー タテ ープ

(日 本経済新聞社)

利 用 制 約 の 条 項

〈JOIS利 用 約 定 書〉

第10条 」OISの 利 用 は、 端末 機 に お け る ビデ オ画 面上 へ の表 示 、 ま

た は プ リ ン ター に よる印 字 に限 る もの と し、 電子 計 算機 可 読記 録 、 そ

の他 の方 法 に よる利 用 を行 って は な らない。

2.出 力 物 を印 刷 、 また は電 子 計 算機 可 読 記 録 の 方 法 に よ って複 製 、

また は編 集 を行 って は な らない。

3.出 力 物 を、 利 用者 自身、 あ るい は利 用 者 自身 と雇 用 関係 に あ る者

の、 調査 研 究 の 目的 に供 す るほか 、JICSTに 無 断 で複 製、 編 集 また

は第 三者 へ の配布 を行 っては な らない。

〈本 サ ー ビスの一般 条 項〉

5.顧 客 は、 本 サ ■一口ビス を顧 客 の組織 内 に於 け る内 部 利 用 に 限 る もの

と し、本 サ ー ビス に係 るデー タ、予 測 、分析 も し くは サ ー ビス ・ド

キ ュ メ ン ト等 を他 に配布 しな い こ とに 同意 す る。 さ らに顧 客 は 日

経 の書 面 に よる承 諾 な しに 第三 者 に本 サ ー ビス を利 用 させ な い こ

とに同意 す る。

〈本 サ ー ビス の一般 条項 〉

4.顧 客 は、 本 サv-・ビス を顧 客 の組織 内 に於 け る 内部 利 用 に 限 る もの

と し、 本 サ ー ビス に係 る デー タ、 フ ロ ッ ピー ・デ ィス ク も し くは マ

ニ ュ アル等 また はそ の コ ピー を第 三 者 に提 供 しな い 。 ま た デ ー タ

の 再 生 は 、 デ ー タ伝 送 サ ー ビス を除 き、パ ソ コ ンの デ ィス プ レイ

で み る こ と、 プ リ ンター に よるハ ー ドコ ピー お よび そ の コ ピー に

限 る。 さ らに顧 客 は 日経 総 販 の書面 に よる事 前 の承 諾 な しに組 織

外 の第 三者 に本 サ ー ビス を利 用 させ な い こ とに同意 す る。

〈利用契約書〉

6.本 サー ビスは利用者お よび利用者 と関連す る者 の内部使用 に限 ら

れ る。利用者 は 日経の事 前の書面 による承諾 な しに本契約 で利用

承諾 され たデー タを第三者 に売買、譲渡、刊行 、配布、伝達 して

はな らない。但 し利用 者 と日経 が かか る売 買、譲 渡、刊 行、 配

布 、伝達 についての追加利用料 の支払 を書面 で合 意 した場合 を除

ぐ。
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国 内 ②

(日 本特許情報機構)

(帝 国 デ ー タバ ンク)

〈利用 約定 書〉

第12条PA'rous－ 漢字 の利 用 は、端 末 機 に よ る ビデ オ画 面

の表 示 、 または プ リ ンター に よる印 字 に限 る もの と し、 電子 計

算 機 可読 記録 、 その他 の方 法 に よ る利 用 を行 っては な らない。

出力回答 を印刷 、 または電子 計算機 可読記録の方法 に よっ

て複製、または編集 を行 ってはならない。

出力回答 を、利用者の研究調査 の 目的に供 す る以外 は、無

断 で複 製、編集 または第 三者へ の配布 を行 っ ては な ら な

いo

〈契約 書〉

第10条 この契 約 の 有効 期 間 中 は も と よ り、 契約 終 了 後 も、

甲 は、 デ ー タベ ー ス につ い て、 その 全 部 で あ る と一 部 で あ る と

を問 わず次 の行為 を しては な らない。

(1)デ ー タベ ー ス を甲 の社 内 の使 途 以 外 で の 目的 の た め に 、 編

集 、加 工、複 製 また は使用 す る こ と。

(2)デ ー タベ ー ス(編 集 、加 工 した もの を含 む)を 他 に使 用 さ

せ 、 また はそ の使 用権 を他 に譲 渡 し、 も し くは他 人 の権 利

の 目的 とす るこ と。

(3)デ ー タベー ス を機 械可 読形 式 に編 集 、複 製す る こ と。

(4)第 三 者 を して以上 の行為 を させ る こ と。

2)国 外 デ ー タ ベ ー ス

国外 の主 要 なデ ー タベ ー スの利 用制 約 の条項 を まとめた のが 表14で あ る。

い ず れの デー タベ ー ス も、 そ の利用 をユー ザの 内部 に限 り、 商業 用 に利 用す るこ とを禁止 して

い る。

さ ら に、 ダ ウ ン・ロー ドの 禁止 は、 国外 のデ ー タベ ース で も同様 であ る。DIALOG、ORBIT、

MDC・NEXISい ず れ の デ ー タベ ー ス も ダ ウ ン・ロ ー ド禁 止 を明 文 化 して い る。ORBITとMDC・

NEXISは 、利 用 を 「デ ィス プ レイ画 面 」と 「プ リンター に よる印字 」に限 る と して い る。
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表14国 外 デー タベ ー スの利用 制約

国 外 ①

デ ー タ ベ ー ス 利 用 制 約 の 条 項

〈利用限定〉
DIALOG

(11)い か な る場 合 も利 用 者 お よ び利 用 者 に よ っ て 代 理 され る 第 三 者

/日 本販売代理店 、

は 、DIALOGサ ー ビス か ら受 領 した デ ー タ を機 械 可 読 形式 で複 写

あ る い は送 信 した り、現 行 の デ ー タベ ー ス使 用細 則 に記 載 され た
丸 善(株)

～㈱ 紀伊國酪 店 ノ

制 限に従 い、一時的に機械 可読可能 なコ ピー を作成す る場合 を除

き、デ ータを機械可読形式で保留す ることはで きません。但 し、

デ ー タベ ー ス供 給 機 関が事 前 に許 可 した場 合 を除 きます。 更 に、

DIALOGサ ー ビス か ら受 領 した デ ー タは、 形 式 を問 わず 、 移 転 、

販売 あるいは如何 なる方法で も商業用 に利用 してはな りません。

〈約定書〉

ORBIT

第3条(デ ー タベ ース利 用 上 の制 限)
・

日本販売代理店
(2)利 用 者 は 、 当 該 デ ー タ ベ ー ス 所 有 者 と の 特 別 契 約 が な い 限 り

ユサ コ(株)
ORBITサ ー チ ・サ ー ビス か ら得 た デ ー タを プ リ ン ター に よ る印字 あ る

いディスプ レイへの表示 により利用す る もの と し、電子計算機可読記

録 に よる利 用 は で きな い もの と します。

(3)出 力 された検索結果 を印刷 または複写す ることはで きない もの としま

す 。

〈約定書〉
MDC・NEXIS

4.サ ー ビスの利 用 範 囲

/日 本販売代理店
1

k日 本経済新聞

顧客 は本サービスの利用 を顧客の組織 内に於 ける内部利用 に限 る も

のとし、 日経 およびMDCの 書面 による事前 の了解 な しに本サー ビスに

係 る情 報 ・文 書等 を、他 に配 布 しない こ とに 同意す る。

また本サー ビスの情報 の出力 は端末機 もしくはパ ソコン利用装置の

デ ィス プ レイ画 面、 また は プ リ ンタ ー、 あ るい はそ の双 方 と し、他 の

いかなる媒体装置への出力 を行わないことに同意する。

顧 客 は本 サ ー ビス を検 索 目的 の み に利 用 し、 本 サ ー ビス の内 容 をい

か な る形 で も出版 、 放送 、販 売 に供 して は な らず 、 また そ の内 容 に関

して、MDC、 日経 もしくは第三者の著作権 もしくは固有財産権 を侵 害

す る形 で使 って は な らな い。

(中 略)

さ らに顧 客 は、MDCお よび 日経 が了 解 した場 合 を除 き、 そ の 目的 の

如何 んを問わず本サービス所収 内の情 報の全部 または一部 につ いて、

電子 、電気 、磁気 、光学 、 レーザ ー、 音響 装 置 な どの各 種 手 段 に よ っ

て コ ピー を作 成 した り、維 持 しては な らない。
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3)パ ソ コ ン通信

次 に、パ ソ コ ン通 信 にお け る ア ップ・ロー ド・デ ー タの転 載 につ い て もみ てお こ う。

表15は 、'国内の 主要 なパ ソ コ ン通 信 につ い て、 ユ ー ザ側 で の遵 守 事 項 等 を ま とめ た もの で あ

る。種 別 ご とに、利 用 制約 の レベル が違 ってい る。 例 えば 日経MIXの よ うに 「利用 者 の内 部利 用

に 限定 し、 しか も情 報 は 日経 マ グロ ウ ヒル に著 作権 があ る 」と、 か な り きび しい 条 件 の もの か

ら、PC-VANの よ うに 「内部 だ けに利 用 を限定 」、 あ るい はCOARAの よ うに こ れ らにつ い て は

何 ら明 文化 して い ない、 な ど多様 であ る。

なお、 日経MIX、JALNET、PC-VANは いず れ も利 用 者 が 自 らの利 用 以外 の 目的 に供 す る こ

と を禁止 して い る。例 えば 、JALNETで はJALNETか ら得 た情 報 を 日本航 空 の許 可 な く出版 、 放

送等 に利 用 した場 合、 会員 の資格 が取 消 される。

この ように、 パ ソ コ ン通 信 におい て も先 にみ たデ ー タベ ー ス と同様 に、 利用 を会員 の 自己 の た

め にす る利用 だけ に限 って い る。

パ ソコ ン通 信 の ネ ッ トワー クに記述 された情 報 につ いて は、 日経MIXと コ ミネ ッ トが サ ー ビス

提 供側 に著 作権 が あ る と明 文化 し、 現在 、 問題点 と して指 摘 され てい る。 文 筆 で生 計 をた て て い

る人 に とっ ては入 会 をため ら うケ ース もあ る とい われ る。 しか しなが ら、 ネ ッ トワー ク 自体 が 未

成熟 の た め、 まだそ れ ほ ど問題 にはな って い ない。 今 後 は、 こ うい っ た制 約 が 申 し込 ん だ あ とで

ない と会員 規約 が わ か らない とい った不都 合 な点 もあわせ て、 制約 の妥 当性 自体 が 問題 に な る こ

と も考 え られ る。
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表15会 員規約 に お け るユ ーザ遵守事項 お よび著作権 につ い て

-
ω
ふ

-

ネ ッ ト ワ ー ク
日経MIX JA工NET コ ミ ネ ッ ト ・ネ ッ ト ワ ー ク PC-VAN

(日 経 マ グ ロ ウ ヒ ル) (日 本航空) (コ ミネ ッ ト仙 台) (日 本電気)

第2条 「日経MIX」 の使 用 第11条(会 員資格の取消) 〈利用範囲の制限 〉

F:会 員 が 「日経MIX」 を 通 じ 1.会 員 が次 の各 号 の 一 に で も 第21条 会員 は、PC-VAN

ユ ーザ

遵守事項

て得 た情 報 は、会 員 が個 人 と し

て 利 用 す る 場 合 に の み 、 コ ン

ピ ュ ー タ の メ モ リ ー に 蓄 え た

該当す る場合 は、 日本 航空

は、 当該 会員 の会員資格 を

何 ら通 知お よび催 告す る こ

サービスを利用す るこ とによ り

得 られる情 報 を、当社 の事 前の

承諾な しに会員 自らの利用以外

り、操 作 、 分析 、 印字 、 表示 す とな く取 り消 す こ とが で き の 目的で複 製 し、 そ の他 これ を

る こ とが で きます。 そ れ以外 の ま す 。 出版 し、放送す るな どその方法

目的で利用す る場合 は、著作 者 (4)JALNETか ら得 た情 報 を 日 のいかん を問わず第三者 による

及 び当社 の事前の了解 が必要で 本航空 の許可 な く出版 、放 利 用 に供 しない もの と します 。

す 。 送等 に利用 した場合。

第4条 日経 マ グ ロ ウ ヒ ル 社 が 第八条[CNS上 の 記 述 に対

行 う情報の取扱 い する権利】

A:日 経 マ グ ロ ウ ヒル社 は、 会 乙 は、 甲が公 開 を前提 と し

著作権 員 が 「日経MIX」 に入力 した内 てCNSに 入力 した情報 を甲の事

容(プ ロ グ ラ ム を 含 み 、 電 子 前 承 認 が な く、 か つ 無 償 で

メ ー ル を含 ま ない)を 、会 員 の CNSの 広 報活 動 その他 を 目的

名 を伴 って、 その 会員 に対 価 を に、 他 の パ ソ コ ン通 信 ネ ッ ト

払 うこ とな く、 パ ソ コ ン通 信 の ワー クそ の他 の 媒体 に出版 、掲

商用 サ ー ビスや 他 の媒 体 に出 載 、配 布 す る こ とが で きる。

版 、掲 載 、配 布 す る こ とが で き

ま す 。



2.2.1ダ ウ ン ・ロ ー デ ィ ン グ

先 述 の とお り、 デ ー タベ ー スの加 入 に当 た っては、契 約 上 で定 め られ る規 制条 項が あ る。 細 か

い 点 は普 通 常 識 的 な もの で あ るが 昨 今 、 常 に問 題 とされ る もの に情 報検 索 後 の 「ダ ウ ン・ロ ー

デ ィ ング(ダ ウ ン・ロ ー ド)」 の取扱 いが あ る。

ダ ウ ン・ロー デ ィン グ とは 、検 索 に よ り収 集 した デ ー タ を、 一 旦 デ ィス クや フ ロ ッ ビイ に落 し

電 子 的記録 をす る とい う こ とで あ るが 、検 索結 果 を ダウ ン・ロ ー デ ィン グす る こ とは、 現 実 と し

て一 般 に広 く実行 され てい る。 これはパ ソコ ンの利 用技 術 の一 部 と して使 用 され る非 同期 通 信 ソ

フ トウ ェアが実 務上 で も必 要 不可 欠 な要 素 と して この機 能 を設 定 してい る こ と と、現 実 問題 と し

て氾濫 気 味 の デ ー タを一 々出力 して い ては 、後 か らの処 理 や加 工 が大 変 に なる ため ア ップ・ロー

デ ィング して整理 加 工 で きる よ うにす る ため の ツール と しての意 義 を もつ。 その価値 は大 きい。

デ ー タベ ー スの プ ロデ ュー サ、 デ ィス トリ ビュ ー タ、 デ ィー ラ は この よ うな社 会 の実 態 を よ く

認 識 は して い る もの の 、 ダ ウ ン・ロー デ ィ ング を禁 止 した従 来 式 の 利 用 規 定 を捨 て されず に い

る。 目的 は利権 擁 護 で あ るが著作 権 の保 護 とい う大義名 文 を盾 に して い る節 が あ る。 ま た、 この

よ うな禁 止 制約 条項 の生 まれ た時 代 と、 ソフ トウ ェアない しハ ー ドの進化 した現在 とは事 情 が異

なるい うこ と を考慮 して い ない。

米 国 で は 、社 会の 実情 に合 わせ て 、 ダ ウ ン・ロ ーデ ィ ン グ に関 す る規 定 の 修正 ・緩 和 を明 確 に

し、 「ダ ウ ン・ロ ーデ ィ ン グ して も、 直 ち に整理 し加 工す れ ば よい 」とい うデ ー タベ ー ス供給 者

が 出始 め て い る。 「規 制 して もチェ ック は事 実上不 可 能 であ る し、競 争 の激 しい社 会 で あ るか ら

ユ ーザ を失 う こ とにな りか ね ない。 デ ー タベ ー スか ら得 られ る情 報 はデ ー タで あ って、 そ の デ ー

タその もの で は役 に たつ訳 が ない。 デ ー タ を ダウ ン・ローデ ィ ング 、 ア ップ・ロー デ ィ ン グ して整

理 加工 に よ り真 の デ ー タベ ース活用 の道 が開 かれ る。 この原 点 に た って考慮 すべ きで あ ろ う。 」

とい う率 直 な表 明 を、米 国 で の主要 プ ロデ ューサの数 々か ら聞 い た。 但 し現 実 に基 本条 項 の 改 正

が一 斉 にお こ なわ れな い ところ に まだ問題 は残 る。

注 目 す べ き こ と と し てBRSの 発 行 し た 「規 制 条 項 を 示 す デ ー タ ベ ー ス ご と の 一 覧"BRS

Copyrightandspecialusageregulations"」 に 、 一 切 、 利 用 規 制 を し な い と い う"None"と い う

フ ァ イ ル が 出 て い る こ と で 、 総 数146種 の う ち14の フ ァ イ ル が"None"と な っ て い る 。 こ の 中 に

NTISな ど 、 有 力 な プ ロ デ ュ ー サ の あ る こ と が 印 象 に 残 っ た 。

い ず れ に して
.もこの 問題 は早 晩 解 決 され るで あ ろ う。 現 に、 通 信 速度 が2,400bpsの 時 代 を迎

えつつ あ り、 従 来 型 の ドッ ト式 の プ リ ン ターで は 出力可 能 の 限 界 を超 え 、 ダウ ン・ロー デ ィン グ

して処理 しなけ れば な ら ない状態 へ と移 りつつ あ るか らで あ る。

契 約 で規制 を承 知で 加 入 した か らに は当然遵 守義 務 があ る。 デ ー タベ ー スか ら得 られ る情 報 と

しての デ ー タは これ を加工 し総合 判 断 して イ ンテ リジ ェ ンス の形 に して初 めて活 用 で きる。 一般

著 作 物 を対 象 の 著作 権 概 念 よ り、 もっ と利 用 目的 に合 致 した 高次 の考 えで 運 用 す べ き もの で あ

る。 ダウ ン・ローデ ィ ング とア ップ・ローデ ィング とい う作業 は、 デ ー タの加工 ・編集 情 報化 とい う

一 連 の作 業 過 程 での一 騎 にす ぎず 、 目的 とす る もの か ら外 れ れ ば当 然再 検索 とい う事 にな る。 利

権 擁 護 か らダ ウ ン・ロー デ ィ ング に こだ わ る こ とは実 態 に そ ぐわ な い。 この辺 りを考 慮 して現 実
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的に処理す るのが正当であろう。

2.2.2代 行 検 索 の 認 可

「代 行検 索 」とい う新 語 が 出現 したの は、」OISが 代 行 検 索 認 可制 度 を始 め てか らで あ り、 そ

の 後、 にわか に この仕 事 が注 目されて 来 た。 ニ ュー ビジネ スの波 にの って、新 規 に始 め よ う とす

る人や 企業 ・機 関 も出 て きたが 、 この作 業 をす るに は 、 「利 用 契約 書 に定 め る条 項 免 除 に関 す る

別途 契約 」を しなけ れば な らな い。

JICSTで は代行検 索 の指 定 レベ ル に適 合 す る と認 め た企 業 ・機 関 に対 し、」OIS利 用 約 定 書 に 定

め る制 限事 項(JOISの 営利 目的、 お よび第 三者 へ の配布)の 適 用 を免 除す る とい うシ ス テ ム を取 っ

て い る。認可 を受 けた もの は信条 と して誠実 に遵 守 しなけれ ば な らない。 また許認 可 の ない もの

が代 行検 索 をす る こ とは 、一切 で きな い こ とは勿 論 で あ る。
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お わ り に

(効率 的な デ ー タベ ー ス活用 の指針)

ここで挙 げ る活 用上 の 指針 とは、 いわ ゆる コテ先 の技法 云 々 では ない。 本調 査 委員 会 の調 査 に

則 って、利用 料 金 と規 制 条項 をい か に会 得 し、合理 的 にデ ー タベ ース を使用 した ら よい か の指 針

で あ る。

まず加入 に際 しては、 その必 要性 を主 眼 と して決 定す る。 有名 だ か ら とか価 値 があ りそ うだ か

らな ど とい う単 純 な動 機 で入 らない よ うにす る。 月 間 ミニ マ ム・チ ャー ジや 会員 制 の もの は慎 重

に決 定 しなけ れ ば な らない。 前者 も使 用頻 度 が少 な くなった ら、 さっ さ と脱 退 す る。 必 要 が 生 じ

た ら、 また改 めて加 入 す れ ば よい。 えて して一 度入 った ら忘 れて しまって ム ダ な費用 を綿 々 と払

い続 け るケ ー スが多 い。 また心 情 と して止 め に くい な ど、考 える必要 はな い。

検 索 の ノ ウハ ウは、 血 み どろの辛 苦経 験 と失敗 の 試行錯 誤 か ら生 まれ る。 ハ ウ ッ ウ式 の エ ン ト

リーで は、成 功 も覚 束 ない し レベ ル も上 が らず コス ト低 減 も望 め ない。 本調 査 には あ げ な か っ た

が、効 率 的 な検 索 の仕 方 次 第 で トー タル・コス トは大 き く変 わ る こ とを改 め て認 識 し、 不 断 の研

修 努力 を積 む必 要が あ る。

ダ ウ ン・ロ ー デ ィ ン グや 著 作 権 問題 に拘 泥 す る よ り、真 に役 に立 つ情 報 と は ど の よ う な形 に

な った もの か を考 えた方 が よい。検 索 で得 られ る ものは デ ー タで あ る こ とを も う一 度 考 え直 せ

ば、 デ ー タ を徹 底 的 に解析 して総 合 し、 そ の結 果 作 り出 され た情 報 は、 自然 に新 しい著 作 権 を持

つ もの とな る。 また、 ダ ウ ン・ロー デ ィン グ も直 ち に加 工 整理 す る こ とで新 規 の デ ー タ とな り、

元 の提 供 の もの とは変 わ るか ら問題 外 とな る。

「代行 検 索 」とか 「サ ーチ ャ ー 」とい う言 葉 の響 きに ま どわ され ては いけ ない。生 み 出 す情 報

とは、 そ れほ ど安 易 な もの で は ないか らで あ る。 便乗 商法 の横 行 に も注 意 した方 が よい。 これ か

らの情 報 社 会 で生 きた情 報 を生 み出 す者 は単 なるサ ーチ ャ ーで はな くな って い る。 デ ー タ を解 析

処理 し、真 に活 きた情 報 を作 り出す能 力 のあ る アナ リス トが渇 望 され る情 勢 に、確 実 に な っ て き

てい る。

総 じて デ ー タベ ース ご との利 用 料 金 ・条 件 に関 す る 問題 は 、 い ろい ろ悩 む よ りフ ラ ン ク に適 当

な経験 識 者 に教 えて も らった方 が よい。 しか も、時 々刻 々、条 件 や環境 な ど実 際 が 変 化 して い く

こ とを忘 れ な い よ うに した い。
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